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本書は環境基本条例第８条に基づ

き策定した「久慈市環境基本計画」

に掲げる進捗状況の点検結果を含

め、環境の状況並びに環境施策の

実施状況の概要を取りまとめたも

のです。 
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 久慈市では、市の環境の保全と創造に関する基本理念を定め、環境に関する取り組みの

基本的な方向を示した「久慈市環境基本条例（以下、環境基本条例）」が 2006 年 3 月に

施行され、その具現化に向けて環境に関する長期的な目標や施策の方向性等を示した「久

慈市環境基本計画（以下、環境基本計画）」を 2009 年 3 月に策定しました。そして、こ

の環境基本計画に基づき、市が目指す環境像の実現に向けて、市や市民・事業者がそれぞ

れの立場で環境の保全と創造のための取り組みを進めています。 

環境基本計画策定後、2006 年に策定された第 1 次総合計画の内容を基本とした第 2

次総合計画が 2016 年度に策定され、まちづくりの基本理念として「子どもたちに誇れる 

笑顔日本一のまち 久慈」を掲げ、新たな総合計画のもと動き始めています。 

また、2005 年 2 月に発効された京都議定書の後継となるパリ協定が 2015 年に合意

され、地球温暖化対策に関する世界共通の長期目標が掲げられ、日本を含む全ての参加国

に排出削減の努力が求められるなど、環境行政を取り巻く状況が変化しています。 

このような状況を踏まえ、久慈市の環境の現状やこれまでの推進状況を整理し、今後の

環境課題に応じた、環境基本計画の策定を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本理念１ 
 環境の保全及び創造は、市民が健康で安全かつ快適な生活を営むために環境と共生し、自然

との調和のとれた豊かな環境を確保するとともに、これを将来にわたって継承していくよう適

切に行われなければならない。 

 

基本理念２ 
 環境の保全及び創造は、環境に関する資源が有限であることを認識し、環境への負荷の少な

い持続的な発展が可能な循環型社会を構築するように行われなければならない。 

 

基本理念３ 
 環境への負荷の低減は、市、事業者及び市民がそれぞれの責務に応じた公平な役割分担と連

携のもとに自主的かつ積極的に行われなければならない。 

 

基本理念４ 
 地球環境保全は、地域の環境が深く関わっていることを考慮し、すべての者がそれぞれの日

常生活及び事業活動において積極的に推進されなければならない。 

環境基本条例に掲げる４つの基本理念 

計画策定の背景 １
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 本計画は、環境の保全と創造に関する長期的な目標及び施策のあるべき方向性を

明確にし、環境施策を総合的かつ計画的に推進するための計画です。 

 そこで本計画では、環境基本条例の基本理念に基づき、本市が目指す望ましい環

境像のあり方や環境の保全及び創造の施策の基本方向を定め、市、市民及び事業者

が協力して取り組むことを目的とします。 

 

 

 

 

 

 

 本計画は「第 2 次久慈市総合計画」を上位計画とし、本市における環境行政の根幹とし

て各施設や各分野の個別計画を環境という視点から整合性を持たせ、具体化していくため

の基本計画として位置づけられます。 

本市のまちづくり、各種施設の環境に関るすべての事項については、本計画の方針に沿

って策定、推進されます。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目的 ２

位置づけ ３
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 本計画の期間は、環境施策が十分な成果をあげるために必要な期間として、また

社会情勢の変化や科学技術の進歩による計画見直し時期として、平成３0 年度（20

１８年度）から令和９年度（20２７年度）までの 10 年間とします。 

 また、「第２次久慈市総合計画」との整合を図るためにも、必要に応じて見直しを

行うことで、本計画を着実に推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 原則として、市域全体を対象

区域とします。ただし、行政区

域を越えて広域的な連携が必要

となる取り組みについては、国、

県、周辺市町村との連携を視野

に入れ進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

H30 

1 年目 

R1 

2 年目 

R2 

3 年目 

R3 

4 年目 

R4 

5 年目 

R5 

6 年目 

R6 

7 年目 

R7 

8 年目 

R8 

9 年目 

R9 

10年目 

計画期間 １０年間 

R１0 以降 

見直し 

期間 ４

対象地域 ５

普 代 村

葛 巻 町
野 田 村

洋 野 町

岩 泉 町

九 戸 村

軽 米 町

侍浜

夏井

大川目

長内

宇部

山根

久慈

小久慈

山形

見直しの実施 
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 本計画では、環境基本条例に基づき、市、事業者及び市民を主体とします。 

 

主な役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本計画は、環境基本条例で定める施策の基本方針に基づき、従来の環境問題であ

った典型 7 公害※や自然環境の保全などに加え、廃棄物問題、環境教育及び環境学

習までを範囲に含めます。また、近年の環境問題は、地域的な問題だけでなく地球

規模へ広がりをもつため、地球環境を保全する取り組みも含めます。 

 

対象とする環境の範囲 

生 活 大気、水、土壌、音、におい など 

生 き 物 動物、植物、生態系 など 

自 然 森林、農地、水辺地、公園 など 

資源・地球環境 廃棄物、資源、エネルギー、地球温暖化対策 など 

参 加 ・ 協 働 環境情報、環境教育・環境学習、環境保全活動 など 

主体 ６

計画で扱う環境の範囲 ７

市

事業者

市民

 施設の整備などの事業や日常の業務を行うにあたり、環境配慮

に努めます。また、市民、事業者が主体的に取り組む地域の環境

活動を支援し、各主体間の協力を促進するとともに、地域の状況

に応じた環境施策を積極的に推進します。 

 市民一人ひとりが人と環境との関わりについて関心と理解を

深め、日常生活の中での環境配慮を、できることから実践すると

ともに、環境活動に積極的に参加します（市民団体も含みます）。 

 

 事業活動において法令に定められた事項を遵守するほか、廃棄

物の減量化、再生資源の積極的な利用、温室効果ガス排出量の削

減など、環境への負荷の低減に努め、環境活動へも積極的に参加

します。 



 6

 

 

 

 
     施策体系を以下のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の体系 ８
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 1  市の概要 

（１） 位 置 
  

 ●

概
況
● 

 岩手県における位置 

久慈市の位置 

 東経 141°27′～141°52′ 

 北緯 40°00′～40°17′ 

 東西 35.80km 

 南北 32.06km 

 面積 623.50km2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 
（2） 気 象 

  
 ●

概
況
● 

 気温と降水量 

令和元年の年平均気温

は 10.6℃と観測史上５

番目に高い年平均気温と

なりました。年間降水量

は 1,304.5mm と平年よ

り多い年となりました。 
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（3） 人 口 
  

 ●

概
況
● 

 人口・世帯数 

市の人口は 34,763 人で前年より 350 人減少し、世帯数は９世帯増加し、

15,568 世帯となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

注）平成 25 年度より人口及び世帯数に外国人住民を含んでおります。 

 

 

年齢別人口 

 総人口に占める年少（0～14 歳）人口の割合は約 11.4％で、生産年齢（15

～64 歳）人口の割合は約 56.1％、老年（65 歳以上）人口は約 32.5％となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

    

資料：市民課 令和元年４月１日現在 
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（4） 土地利用  
  

 ●

概
況
● 

 土地利用面積 

本市の令和２年１月１日現在における土地地目別面積の割合は、山林が

64.6％、その他が 24.7％、原野が 2.9％となっており、市域に占める自然的土

地利用の割合が９割以上となっています。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

用途地域等指定状況 

本市の都市計画区域※は、隣接する野田村と一体となって指定されています。ま

た、用途地域は、久慈地区、長内地区を中心に約 790ha が指定されています。 

 
区   分 面 積

都市計画区域 約 4,584 

 用途地域別 約   790 

 第 1 種低層住居専用地域 約   150 

第 1 種中高層住居専用地域 約   70 

第 2 種中高層住居専用地域 約   32 

第 1 種住居地域 約   302 

第 2 種住居地域 約   16 

近隣商業地域 約   28 

商業地域 約   49 

準工業地域 約   33 

工業地域 約   89 

工業専用地域 約   23 

その他の主な地域（地区街区含む） 約   197 

 準防火地域 約   80 

臨港地区 約   117 

                   資料：建設企画課 

 

注）単位未満四捨五入のため、総数と内訳が合わない場合があります。 
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（5） 産業構造  
  

 ●

概
況
● 

 産業別就業者数割合 

 本市の平成 27 年 10 月１日現在における産業別就業者数の割合は、第一次産

業が 9.4％、第二次産業が 28.3％、第三次産業が 62.0％です。 

年々、第一次産業就業者率が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）数値は分類不能の産業を含んでおりません。 

  

 
 

    
（6） 交 通  
  

 ●

概
況
● 

 道 路 

本市の主要な幹線道路は、一般国

道 45 号、281 号、395 号があり

ます。一般国道 45 号から接続する

八戸・久慈自動車道は、一部が供用

されています。 

 

 
鉄 道 

本市の鉄道は、JR 八戸線と三陸

鉄道北リアス線があり、市民の通

勤・通学の主要な交通機関となって

います。 
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 2  生活 

（1） 大気 
 ●

現
況
● 

 大気の状況 

 市内八日町に一般環境大気測定局※が置かれ、岩手県が常時監視を行っておりま

すが、測定結果は二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質、微小粒子状物質（Ｐ

Ｍ2.5）の全測定項目で環境基準を達成しています。 
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●

現
況
● 

 大気環境への負荷 

【自動車】 

令和元年度の市内の自動車の保有台数は、前年度を下回り、410 台の減少となりま

した。車種別では 47.9％が軽自動車、38.4％が乗用自動車となっています。 

自動車は、走行中のほか渋滞や信号待ち、駐車中等のアイドリングによる大気汚染

物質の発生源となるため問題となっています。 

そのため、アイドリングストップ※や低公害車※のほか、化石燃料を使用しない電気

自動車等の利用促進をさらに推進していかなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【船 舶】 

平成 30 年久慈港の入港船舶総トン数は、平成 29 年と比べて約 0.2％減の

290,309 トンとなっています。 

入港船舶の総数は 2,793 隻となり、5 総トン以上 100 総トン未満の船舶が 2,446

隻（約 87.6％）と最も多く、次いで 100 総トン以上 500 総トン未満の船舶が 185

隻（約 6.6％）となっています。  

 

 

 

 

 

 

資料：東北運輸局岩手運輸支局 資料：東北運輸局岩手運輸支局 
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（2） 水質 
 ●

現
況
● 

 河川・海域等の測定結果 

市内の公共用水域等において、定期的に水質測定を行っております。令和元年度

の測定結果は、水質汚濁の代表的指標の生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）
※

は全測定

地点で環境基準を達成しており、また海域の化学的酸素要求量（ＣＯＤ）
※

について

も全測定地点で環境基準を達成しております。 

なお、県が行っている海水浴場水質調査の結果、舟渡海水浴場は「水質 AＡ」と

なり、病原性大腸菌Ｏ-157 についても不検出となっております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：岩手県（公共用水域水質測定結果） 

注)河川の値は平均値、海域の値は 75％値で算出しております。 

生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） 

化学的酸素要求量（CＯＤ） 
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 ●

現
況
● 

 上下水道普及状況 

【上水道】 

上水道の普及状況は、令和元年度末（平成２年３月末時点）において給水人口が

32,812 人となっており、総人口 34,418 人に対する普及率は 95.2％に達して

います。 

令和元年度は、平成 30 年度と比較し、ほぼ同水準の状況となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【下水道】 

市では、水質の汚濁負荷を低減するため、公共下水道や浄化槽※等の汚水処理施

設の整備を進めているものの、その普及率は 63.3％と低い状況にあります。 
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（3） 土壌・地下水 
  

 ●

現
況
● 

 土壌及び地下水質の測定は岩手県が行っていますが、地下水質の定期モニタリン

グ※調査の結果、２地点で環境基準値又は指針値を超過しておりました。 

なお、環境基準又は指針値を超過した地点については、久慈保健所において、継

続監視並びに必要に応じて指導等を実施しています。 
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（4） 近隣公害 
  

 ●

現
況
● 

 騒  音 

騒音については、自動車騒音の常時監視や一般騒音の測定を実施しております。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

公害苦情の状況 

公害苦情については、昨年度より増加となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境保全協定 

令和元年度は新たに１件の環境保全協定を締結し、年度末時点での協定の締結

総件数は６３件となりました。 
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（5） 有害化学物質（ダイオキシン類）  
  

 ●

現
況
● 

 
 
 
 

ダイオキシン類※については、岩手県において大気、公共用水域（河川、海

域）、地下水及び土壌の汚染状況調査を実施しております。 

令和元年度は市内の河川（久慈川）及び久慈湾で調査を実施し、結果は全

て環境基準を下回っています。 

また、山形町にあります※2,4,5-Ｔ系除草剤埋設地の定期点検を 5 月と

10 月に東北森林管理局、県北広域振興局及び市により実施した結果、異常

は認められませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 2,4,5-Ｔ系除草剤埋設問題 

  昭和59年、当時の林野庁において、毒性が強いダイオキシンを含む2,4,5-Ｔ系除草剤

を不適正処分していたことが発覚。全国的な問題となり、久慈市の国有林内にも昭和46年

に埋設処分していたことが判明した。 

  現在は、岩手県及び関係市町村で構成する「2,4,5-Ｔ系除草剤埋設地問題連絡協議会」

を設置し、撤去を含む恒久対策等について東北森林管理局に対し要望するとともに関係機

関による定期点検を実施している。 
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 3  生き物 
（1） 動 物 

  

 ●

現
況
● 

 日常生活の中で様々な野生生物を見ることができます。生息状況等のデー

タに乏しく、近年の動向は十分に把握できていませんが、飛来するカモ、白

鳥などが増えています。 

 

【哺乳類】 

 人里の近くでは、カモシカ、ノウサギ、キツネ、タヌキ等、遠島山や和

佐羅比山ではツキノワグマなどの哺乳類の生息が確認されています。 

近年はツキノワグマなど野生動物による農業被害が確認されているほ

か、高い繁殖能力を持つニホンジカの生息が確認されており、今後の農林

業被害が懸念されています。 

【鳥 類】 

 久慈川や長内川では、オオハクチョウ、マガモ、カルガモ、コガモ等の

20 種類近くのガンカモ類が確認されています。山野では、ウグイス、キ

ジ、アカゲラやカッコウ等がみられます。また、イヌワシ、クマタカ、ハ

ヤブサ等の猛禽類の生息も確認されています。 

【両生類・は虫類】 

 山形町ではモリアオガエル、宇部川支流（野田村）ではトウホクサンシ

ョウウオ、安家川や小本川の上流（岩泉町）ではハコネサンショウウオが

確認されています。 

【昆虫類】 

 日本には 10 万種以上が生息するといわれています。このうち、チョウ

センアカシジミ（蝶類）は、久慈市の天然記念物に指定されていますが、そ

の生息数は激減しています。なお、市内に生息する蝶類は、オオムラサキ

やヒメギフチョウ、ゴマシジミなど 100 種以上が確認されています。 

【魚 類】 

 サケ、サクラマス（ヤマメ）、アユ、ウグイ等の生息が確認されています。

また、絶滅が危惧されている種では、イトヨやスナヤツメ、エゾウグイの生息

が確認されています。 
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（2） 植 物 
  

 ●

現
況
● 

  植物については、侍浜のアカマツ林やハマハイビャクシン群落、久慈渓流の

石灰岩植物が特定植物群落※に指定されているほか、絶滅の危機に瀕している

種や絶滅の危機が増大している種に該当する貴重な植物 20 種が生育してい

ると言われていますが、データに乏しい部分があります。 

また、国の天然記念物に指定されている長泉寺の大イチョウをはじめとし

て、市内の 14 本の巨樹・巨木を市の天然記念物に指定し、保全に努めていま

す。 

 

特定植物群落 

環境省では、特定植物群落選定基準に基づき、わが国における植物群落の

中から特定植物群落を選定し、本市では７件が指定されています。 
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 4  自然 
森林、農地、水辺地、公園・緑地 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●

現
況
● 

  森林の変遷 

森林面積は市の総面積の約７割を占め、民有林はその７割以上を占めてい

ます。 

手入れの行き届かない森林の増加が懸念されています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

農地の変遷 

平成 27 年の経営耕地面積は 1,083ha となっており、農家の減少と比例

して減少しています。 
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 ●

現
況
● 

 水辺地 

久慈川や長内川には、ヤマメやアユを釣りに多くの人が訪れます。 

また、冬季には、多くのオオハクチョウが飛来し、越冬地としての重要な

拠点になっており、河川敷は、気軽に自然にふれることができる環境づくり

を進めています。 
 

公園・緑地 

本市には、三陸復興国立公園、久慈平庭県立自然公園のほか、都市公園※が

近隣公園 2 ヶ所、街区公園 8 ヶ所、都市緑地１ヶ所の計 11 ヶ所 15.01ha

あります。 

平成 27 年度時点の都市計画区域内人口１人あたりの都市公園面積は

6.1m2 となっており、県内平均約 13.9ｍ２を下回っていますが、都市公園以

外にも港湾緑地※が整備されています。 
 

注１）平成２7 年度末における県内平均値は「岩手県の都市計画」より引用しています。 

注２）港湾緑地は全部で 5.1ha 整備されています（平成 27 年３月現在。国交省東北地方整備局） 
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 5  廃棄物等 
（1） 廃棄物 
  

 ●

現
況
● 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

これまでも、プラスチック製容器包装や雑がみの分別収集や古着回収事

業などを実施しており、平成 30 年度は「久慈市ごみの分け方・出し方ガ

イドブック」を作成・全戸配布、令和２年１月からは指定ごみ袋制度を開

始し、ごみの減量化とリサイクルの推進に努めています。 

ごみの排出量 

平成 30 年度のごみの年間総排出量は 13,153ｔ、市民一人当たりのご

みの年間排出量は 373kg となりました。総排出量は減少し、一人当たり

年間排出量は増加する傾向が続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ごみの資源化 

平成 30 年度のごみのリサイクル率※は 11.4％、市民一人当たりのごみ

の年間排出量のリサイクル化量※は 42.5kg となりました。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

注１）リサイクル率…リサイクル量÷一般廃棄物処理量×100 

注２）リサイクル化量…分別収集等により直接資源化された量及び中間処理後に再生利用された量の

合計（市が関与していない集団回収等は把握が困難なことから含まれておりません） 
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 ●

現
況
● 

 廃棄物の不法投棄・不適正処理の現状 

家庭ごみ、家電４品目などの 

不法投棄や廃棄物の放置が、令 

和元年度は 72 件と、前年比 23 

件の増となりました。 

今後も、環境パトロール員をは 

じめとした監視のほか、市民の 

皆さんからの情報収集に努め、 

不法投棄の未然防止と早期発見 

に努めていきます。 

 
    

 

    
（2） 地球環境問題  
  

 ●

現
況
● 

  

酸性雨※ 

本市では、酸性雨（pH5.6 以下

の雨等降下物）の状況を市役所庁

舎屋上で定期的に観測していま

す。令和元年度の結果は pH6.00

でした。 

 

注）当市の場合、例年１月から２月におけ

る降雪の観測を実施しております。 
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 6  参加・協働 
（1） 環境情報 
  

 ●

現
況
● 

 市では、「久慈市の環境」を作成し、大気汚染や水質汚濁などの状況につ

いて毎年度公表しています。また、環境情報は、広報くじや市ホームペー

ジに随時掲載し、市民への情報提供を行っています。また、ごみ分別・回

収について勉強会を実施するなど、環境に関する知識の向上を図っていま

す。 

 
    
（2） 環境教育・環境学習 
  

 ●

現
況
● 

 現在、市民の間でも環境に対する関心が高くなり、環境教育・環境学習

プログラムの充実が求められています。2012 年 10 月には「環境教育等

による環境保全の取組の促進に関する法律」が施行され、職場や地域にお

ける環境保全活動などの取り組みの実施や、学校教育における体験学習な

どの充実が図られています。 

市では、市職員を講師にした講座を開催する「まちづくり直送便」事業

や、ボランティアの市民を講師・指導者とした地域・団体活動の支援を行

う「琥珀のまち生涯学習ボランティアバンク」事業を実施しています。ま

た、小・中学校では「総合的な学習の時間」に、環境保全や自然とのふれ

あいをテーマにした特色ある環境学習が行われています。 

 

 
    
（3） 自然体験活動、環境活動 
  

 ●

現
況
● 

 市民団体等が行っている環境活動に対する、助言・指導、事業活動費の

補助による支援や、自然環境観察会や環境講座等を開催し、市民参加型の

幅広い環境活動の機会作りに取り組んでいます。 

また、市民団体や学校教育、社会教育活動の一環として、自然体験活動

がプログラムに取り入れられ、積極的に推進されています。 

市では、市民総出の「早朝 1 時間清掃」や、小・中学生を中心とした「５

３０（ごみゼロ）運動」などを実施しており、市民が自発的に環境活動に

取り組む姿がみられます。 

 岩手県が昭和 59 年度から参加を呼びかけている水生生物調査におい

て、令和元年度は６団体 241 人が参加しました。 
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第  3 章 
望ましい環境像 

1 望ましい環境像 
2 第２次環境基本計画の施策体系 
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「第 2 次久慈市総合計画」では、活力と笑顔あふれる豊かな久慈市を創造するために､まち

づくりの目指す将来像として、「子どもたちに誇れる 笑顔日本一のまち 久慈」を掲げていま

す。この将来像を実現するために、地域の誇りと魅力を再認識し、市民一人ひとりが将来を見

据えながら市民協働の取り組み意識をもち、共有しながら総合的かつ計画的なまちづくりを推

進しています。 

また、本計画の策定にあたって実施した環境意識調査結果では、大気や水質等のモニタリン

グ、自然環境の保全対策など、生活環境や自然環境と共生したまちを望んでいます。このため、

私たちには、水辺や緑の自然などの良好な環境を保全し、一人ひとりが環境保全に関する意識

を高め、日常生活や行動などを見直し、より良い環境づくりを進めていくことが求められてい

ます。 

本計画は、総合計画で掲げるまちづくりを環境面から実現することを目指すものです。本市

は、海、山、川といった自然が豊かな環境にあります。従って、環境基本条例第 3 条の基本理

念にあるとおり、自然と調和のとれた豊かな環境を確保すると共に、将来にわたって継承して

いく必要があります。 

しかしながら、本市においては、少子高齢化と人口流出が進行し、環境を保全する担い手の

不足やこれまで培ってきた取り組み、新たな取り組みを行うための課題が山積しています。 

持続可能な発展を将来にわたって継承していくために、望ましい環境像を目指すための基本

目標として、 

 

 

 

 

 

を掲げます。 

この環境像は、みんな(市民･事業者･市)が誇れる環境と共生したまちとなるよう、一体とな

って進めていくことを表しています。 

 

 

 

 

望ましい環境像 １

みんなが誇れる 環境と共生したまち 久慈 
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 望ましい環境像を達成するための５つの分野 

本市が目指す望ましい環境像を実現するためには、様々な環境課題に取り組んでいく必要

があります。 

こうしたことから、環境の保全と創造の方向性を明確にするため、５つの分野（生活、生

物、自然、資源・地球環境、参加・協働）別に基本方針、基本施策を設定することとします。 

 

 

 

 

 

健康で安全で快適な生活を営んでいくためには、大気、水、土壌など私たちを取り巻く環

境汚染がないことが重要です。 

環境負荷を低減させ、良好な環境については保全し、市民がより健康で安全かつ快適に生

活できるように配慮したまちづくりを目指します。 

 

 

 

 

 

生態系を維持・回復していくためには、地域に生き物の生息・生育環境となるさまざまな

拠点が必要です。昆虫や小鳥は、緑地公園や屋敷林のように小規模な自然環境を必要とし、

昆虫や小鳥を食料とするタカやワシなどは、森林などの広大な自然環境が必要です。 

私たちは、健全な生態系を維持するため、生き物の生息・生育環境を保全し、生き物と共

存するまちづくりを目指します。 

 

 

 

 

 

これまで先人たちは、薪や炭を生産するために繰り返し利用されてきた山林と、それに隣

接する里山を形成し、多様な自然環境の中に生活していました。しかし、近年の社会情勢な

どの変化に伴い、昔の農村や山林を維持することは難しくなり、田畑の減少や山林の荒廃が

みられはじめています。 

私たちは自然によりもたらされる恵みを認識し、自然とふれあえる場の保全や創出、自然

環境の保全や生物の多様性の確保に努め、自然との調和のとれた豊かな環境を確保したまち

を目指します。

第２次環境基本計画の施策体系 ２

分野１．生活～健康で安全かつ快適に暮らせるまち～ 

分野３．自然～自然との調和のとれた豊かな環境を確保したまち～  

分野２．生物～生物と共存するまち～ 
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これまでの私たちの生活は、大量生産・大量消費・大量廃棄の社会構造の上に成り立って

きました。その結果、ごみの排出量、化石燃料を主としたエネルギー消費量は年々増加し、

地球温暖化や酸性雨といった地球規模での環境問題へと拡大しています。 

これらの問題の解決には、私たちの日常生活や事業活動における行動を持続可能なかたち

で変えていく必要があります。私たちは、限りある資源を大切にした循環型の社会を形成し、

地球環境の保全に貢献するまちを目指します。 

 

 

 

 

 

環境の大切さを知るためには、自然にふれ、さまざまな環境情報に目を向け、知識を蓄積

していくことが必要です。また、次世代を担う子どもたちに環境教育を通じて関心を高める

ことは、環境保全活動を担う人材の育成にもつながります。 

充実した環境情報を提供し、市民の意識啓発を促すとともに、市民が参加しやすい自然体

験活動や環境活動を創出し持続可能な環境を継承し、発展させるまちを目指します。 

 

 

分野４．資源・地球環境～循環型社会の形成と地球環境の保全に貢献するまち～ 

分野５．参加・協働～持続可能な環境を継承し、発展させるまち～  
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施策体系を以下のとおりとします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本目標】 【基本施策】 【分野】 

み
ん
な
が
誇
れ
る 

環
境
と
共
生
し
た
ま
ち 

久
慈 

【基本方針】 

【自然】 
自然との調和の

とれた豊かな環

境を確保したま

ち 

【資源･地球環境】 
循環型社会の形

成と地球環境の

保全に貢献する

まち ６ 廃棄物の適正 

処理 

７ 地球環境の保全 ７-１ 地球温暖化対策の推進 

７-２ 有害化学物質の監視 

６-１ 不法投棄・ポイ捨て対策

の推進 

６-２ 環境美化活動の推進 

【生活】 
健康で安全かつ

快適に暮らせる

まち 

４-１ 自然とふれあえる場の 

保全・創出 

４-２ 緑地・水辺地の保全 

４ 身近な自然との 

ふれあいの促進 

２ 生物多様性の 

確保 

３-１ 森林の保全 

３-２ 農地の保全 
３ 自然環境の保全 

２-１ 生物多様性の保全 

２-２ 希少生物の保全 

１-１ 大気汚染の防止 

１-２ 水質保全・排水処理対策

の推進 

１-３ 土壌・地下水汚染の防止 

１-４ 騒音･振動、悪臭の防止 

１ 環境汚染の防止 

【生物】 
生物と共存する

まち 

５ 廃棄物の減量と 

リサイクル 

５-１ ごみの減量化と資源の循

環的利用の推進 

 ８-１ 環境情報の収集・公表 

８-２ 環境イベントなどの推進 

８-３ 環境教育と環境学習の 

推進 

８ 環境保全活動を 

担う人材の育成 
【参加・協働】 
持続可能な環境

を継承し、発展

させるまち 
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第  4 章 
環境施策の実施状況 

1 大気汚染の防止 
2 水質保全・排水処理対策の推進 
3 土壌・地下水汚染の防止 
4 騒音・振動、悪臭の防止 
5 生物多様性の確保 
6 森林の保全 
7 農地の保全 
8 身近な自然のふれあいの促進 
9 ごみの減量化と資源の循環的利用の促進 

10 廃棄物の適正処理 
11 地球環境の保全 
12 環境保全活動を担う人材の育成 
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1  大気汚染の防止 
〔環境指標〕 

項  目 目  標 現  状 

一般環境大気中の二酸化硫黄※（SO2）濃度 

２％除外値 

0.04ppm（環境基準※） 

以下に維持 

令和元年度測定結果 

２％除外値 0.002ppm※ 

一般環境大気中の二酸化窒素※（NO2）濃度 

98％値 

0.04ppm（環境基準） 

以下に維持 

令和元年度測定結果 

98％値 0.012ppm 

一般環境大気中の浮遊粒子状物質※（SPM）濃度 

２％除外値 

0.10mg/m3（環境基準） 

以下に維持 

令和元年度測定結果 

２％除外値 0.0３2mg/m3 

一般環境大気中の微小粒子状物質（PM2.5）濃度 

98％値 

35μg/㎥（環境基準） 

以下に維持 

令和元年度測定結果 

98％値 21.5μg/㎥ 

一般環境大気中のダイオキシン類の濃度 

年平均値 

0.6 pg-TEQ※/m3（環境基準） 

以下に維持 

平成 26 年度測定結果 

0.0098 pg-TEQ/m3 

 

公共交通機関の利用を促進し、市民のマイカー利用の抑制に努めます。 

○市民バス（８路線※デマンドタクシーを含む）を運行した。【地域づくり振興課】 

 輸送人員：60,824 人 

○路線バス、三陸鉄道、ＪＲ八戸線の利用促進事業を実施した。【地域づくり振興課】 

 参加者数：282 人 

 

大気汚染のモニタリングを実施します。 

○県が久慈市八日町で行っている大気汚染常時監視（二酸化硫黄、窒素酸化物、浮遊粒子状物質、

光化学オキシダント PM2.5）結果の情報収集に努めた。【生活環境課】 
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2  水質保全・排水処理対策の推進 
〔環境指標〕 

 

河川・海等の水質のモニタリングを行います。 

○公共用水域の水質測定を実施した。【生活環境課】 

・公共用水域（７箇所・4 回Ü６，８，11，２月）  

・都市排水路（５箇所・4 回Ü６，８，11，２月）  

・小河川等（１０箇所・4 回Ü６，８，11，２月）  

 

公共下水道などの整備を推進し、河川の水質保全を行います。      

○公共下水道の整備を実施した。【上下水道整備課】 

○合併浄化槽の普及促進のため設置補助金を実施した。【上下水道整備課】 

 

～小学校・中学校の取組状況～ 

○久慈川の水質調査の実施【久慈小学校】 

実 施 日：令和元年９月３日 

参 加 者：５年生児童１０１名，職員１０名 

場    所：久慈川 久慈小通学橋付近 

成    果：総合的な学習の時間に久慈川の水質調査を行った。くじ・川の会の会長・葛巻祐二さ

んを講師に迎え，久慈川に住む水生生物を調べることを通して，地域の環境への関心

を高めることができた。 

○水生生物調査を４年生で実施した。【宇部小学校】 

実 施 日：令和元年１０月３日 

参 加 者：児童９名、職員２名 

場    所：宇部川 

成    果：児童の環境に対する意識啓発が図られた。 

○内容：水質調査を実施した。【大川目小学校】 

実 施 日：令和元年８月 22 日 

参 加 者：5 年 16 名、職員 2 名、計 18 名） 

場    所：久慈川   

成    果：比較的きれいな川に棲む水生生物が見つかり、今のところ大川目町を流れる久慈川は

いい状態だということが分かった。 

 

指 標 項 目 目  標 現  状 

河川・海域のダイオキシン類濃度 環境基準以下を維持 
令和元年度測定結果 

基準超過なし 

久慈川、長内川、夏井川、宇部川の生物化学的酸素要求

量（BOD） 
環境基準以下を維持 

令和元年度測定結果 

基準超過なし 

久慈湾の化学的酸素要求量（COD） 環境基準以下を維持 
令和元年度測定結果 

基準超過なし 

公共下水道の普及率 40.9％以上 
令和元年度末 

41.2％ 

浄化槽の普及率 15.6％以上 
令和元年度末 

12.8％ 

漁業集落排水の普及率 11.1％以上 
令和元年度末 

9.1％ 
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3  土壌・地下水汚染の防止 

〔環境指標〕 

指 標 項 目 目  標 現  状 

 

土壌中のダイオキシン類濃度 

 

環境基準以下に維持 
平成 29 年度測定結果 

環境基準以下 

 

地下水中のダイオキシン類濃度 

 

環境基準以下に維持 
平成 30 年度測定結果 

環境基準以下 

 

地下水の水質汚濁に係る環境基準項目 

 

環境基準の達成 

令和元年度測定結果 

継続調査の井戸２地点で環

境基準又は指針値を超過 

 

土壌や地下水の中の有害化学物質についてモニタリングを実施します。 

○県が毎年実施している地下水質調査の結果の把握に努めた。【生活環境課】 

○県が毎年実施しているダイオキシン類モニタリング（河川、海域、地下水及び土壌）の情報収集

に努めた。【生活環境課】 

○２,４,５－T 系除草剤埋設地の定期点検立会（年２回、山形町）や東北森林管理局への恒久対策

の要望活動を実施した。【生活環境課】 

 

 

4  騒音・振動、悪臭の防止 
〔環境指標〕 

指 標 項 目 目  標 現  状 

 

自動車騒音常時監視における達成率 

 

100％ 
令和元年度 

100％ 

 

公害苦情の総受付件数 

 

年間 10 件未満 
令和元年度 

7 件 

 

騒音、振動、悪臭のモニタリングを実施します。 

○悪臭の発生状況を把握するため、におい・かおりモニターによる調査を実施した。【生活環境課】 

○自動車騒音常時監視調査を実施した。【生活環境課】 
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5  生物多様性の確保 
 〔環境指標〕 

指 標 項 目 目  標 現  状 

植林活動の実施や支援 実施 
令和元年度 

実施 

自然公園等における環境整備活動の実施 実施 
令和元年度 

10 件 実施 

自然観察会や保護活動の実施 実施 
令和元年度 

実施 

 

淡水魚（アユ、ヤマメ、イワナなど）の稚魚の放流の支援に努めます。 

○久慈川漁業協同組合の淡水魚放流事業に対し、補助金（669,600 円）の交付を行った。【林業

水産課】 

 

チョウセンアカシジミ、ゴマシジミ、ハナカジカなどの希少生物を保護し、その活動の支援に努め

ます。 

○宇部小学校児童（３年生）によるゴマシジミの生態の学習及び観察し、保護意識の高揚を目的と 

する。【宇部市民センター】 

実 施 日：令和元年 8 月 29 日 

参 加 者：児童 12 人、教職員 2 人、講師２人、市民センター職員１人 

場    所：宇部小学校及び宇部町谷地中（ゴマシジミ生息地） 

成    果：講師からゴマシジミの特異な生態などを学び、生息地ではゴマシジミの幼虫の食料と

なるナガボノシロワレモコウやゴマシジミの成虫を確認できた。 

 

～小学校・中学校の取組状況～ 

○ヤマメの稚魚を４年生が放流した。【宇部小学校】 

実 施 日：令和元年５月３１日 

参 加 者：児童９名、職員２名 

場    所：宇部川 

成    果：児童の環境に対する意識啓発が図られた。 

 

○ゴマシジミについて専門家から講義を受け、ゴマシジミを３年生が観察した。【宇部小学校】 

実 施 日：令和元年８月２９日 

参 加 者：児童１２名、職員２名ほか 

場    所：学校周辺 

成    果：児童の環境に対する意識啓発が図られた。 
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6  森林の保全 
〔環境指標〕 

指 標 項 目 目  標 現  状 

森林（民有林）の面積 
民有林面積 

39,000ha 以上 

令和元年度末現在 

民有林面積 38,731ha 

 

人工林の面積 
人工林面積 

14,000ha 以上 

令和元年度末現在 

人工林面積 13,719ha 

天然林の面積 
天然林面積 

25,000ha 以上 

令和元年度末現在 

天然林面積 25,012ha 

 

間伐材や未利用資源などの有効な活用方法を検討します。 

○森の中に、車いすの方でも自然散策のできるよう、間伐材を用い思い思いのメッセージを書き入

れた木の板で木道を作るフォレストボード体験を行った。【観光交流課】 

 成  果：約 14 枚（延長約３ｍ） 

○未利用資源の活用を目的に、市の温泉施設のチップボイラー運用を支援した。【林業水産課】 

 

林業の安定経営・後継者の育成を支援します。 

○地域の林業事業者で組織する久慈地方「木の仕事」協議会が実施する林業体験座談会等の支援を

行った。【林業水産課】 

 

～小学校・中学校の取組状況～ 

○森の学習会を実施した。【夏井小学校】 

 実 施 日：令和元年 10 月 8 日 

 参 加 者：１～４年生児童 14 名、職員 3 名、森林インストラクター3 名 

 場  所：夏井小学校裏山「夏小の森」 

 成  果：雨天のため、予定した「夏小の森」での体験活動はできなかったが、多目的ホールで

森林の働きの学習やツリークライミング等の活動ができた。 

○山形総合支所産業建設課主催の事業に参加し、平庭高原に白樺の苗を植樹した。【来内小学校】 

 実 施 日：令和元年 8 月 11 日 

 参 加 者：児童５名、保護者４名、職員 4 名  

場  所：平庭高原 

成  果：植樹を行い、白樺の森林を守り育てていくことの大切さについて考えることができた。 

 

○山形総合支所産業建設課主催の事業に参加し、平庭高原に白樺の苗を植樹した。【山形中学校】 

 実 施 日：令和元年 8 月 11 日 

 参 加 者：生徒 16 名（有志）、教員１名 

 場  所：平庭高原 

 成  果：学校内でボランティアを募り、白樺植樹祭に参加し、白樺やツツジの苗の植樹を行っ

た。当日は、地域の自然と触れ合いながら、地元の財産である白樺を守り育てる活動

ができ、さらに郷土の良さを再確認することができた。 
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7  農地の保全 
〔環境指標〕 

指 標 項 目 目  標 現  状 

効率的かつ安定的な農業経営体が地域の農用地の利用

に占める面積の割合 

 

50％以上 

 

令和元年度末現在 

25.7％ 

 

農業の経営安定及び後継者育成に対し支援します。 

○農業経営基盤強化資金利子補給（認定農業者が農業経営改善計画に基づいて融資を受けた融資額

に対する利子補給）を実施した。【農政課】 

 令和元年度利子補給額：1,101 千円 

 利子補給期間：令和 10 年度まで 

 利用者：９件 

○農村青年クラブの研修会等自主活動への助成による青年農業者の育成・確保を図るため、久慈市

農村青年クラブ活動育成事業費補助金を交付した。【農政課】 

 活動内容：県連事業参加 

 令和元年度補助金額：34 千円 

 会 員 数：19 人 

○中核農家クラブの研修会等自主活動への助成による中核となる農業者の育成・確保を図るため、

中核農家活動育成事業費補助金を交付した。【農政課】 

 活動内容：総会・情報交換会、各種視察研修、クラブ広報誌発行 

 令和元年度補助金額：38 千円 

 会 員 数：39 人 

 

地区組織の設立などを検討し、農地管理放棄などの防止を図ります。 

○中山間地域等の保全・振興施策として、一定の要件に該当する農業者（集落・組合）に対する農

業生産条件不利補正のため、中山間地域等直接支払交付金を交付した。【農政課】 

 令和元年度交付金額：7,025 千円 

 協 定 数：７協定（４集落・３組合） 

 

有機肥料・低農薬栽培による農業を推進します（堆肥センターを活用し、循環型農業の形成を図ります）。 

○久慈市堆肥センターを活用し、循環型農業の形成を図った。【農政課】 

 牛糞処理量：6,127ｔ 

 鶏糞処理量：2,797ｔ 

 販 売 実 績：2,271ｔ 
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地場農産物の生産・品質の向上を支援します。 

○地元産の農林水産物を食材利用した学校給食を市内全小中学校に一斉提供し、地産地消及び食育

を推進するため、地産地消ふれあい給食事業を実施した。【農政課】 

 実施品目：鮭、ほうれんそう、しいたけ、短角牛 

 令和元年度事業費：1,043 千円 

 

地場農産物の情報を市民に提供し、地産地消を促します。 

○地産地消料理教室を開催した。【夏井市民センター】 

活動内容：夏井産の米粉、うるち粉、おからを使用し、きびだんご汁粉とおからもちをつくった。 

実 施 日：令和２年３月１日 

参 加 者：成人 16 名 

場    所：夏井市民センター（調理実習室） 

成    果：昔ながらのお菓子、また地域で栽培行われているもち米を活用した調理に関心が高く、 

産地の食材を活用しようとの声が聞かれた。 

 

農業体験イベントの開催や市民農園の利用など、農業が持つ多面的機能に対する理解を深める取り

組みを推進します。 

○農業の体験学習を実施した。【農政課】 

 参 加 者：体験学習 13 校（小学校 12 校、中学校１校）、市民農園 15 区画（15 人） 

○小久慈地区環境資源保全推進協議会と小久慈小学校で稲作体験学習を実施した。【農政課】 

実 施 日：令和元年 5 月～1０月 

 参 加 者：５年児童、教職員・地域住民 

○宇部第一環境保全会と宇部小学校で稲作体験学習を実施した。【農政課】 

実 施 日：令和元年 5 月～1０月 

参 加 者：５年児童、教職員 

 

～小学校・中学校の取組状況～ 

○全校児童によるそば播き、そば刈り、しま立て、そば脱穀、そば打ち、そば会食会を実施した。

【夏井小学校】 

実 施 日：そば播き（令和元年 7 月 23 日）、そば刈り・しま立て（令和元年 10 月 3 日） 

そば脱穀（令和元年 10 月 30 日）、そば打ち・そば会食会（令和元年 11 月 19 日） 

参 加 者：全校児童 18 名、職員 9 名、夏井川堤の景観を創る会 7 名、保護者 5 名、来賓 15 

名（会食会） 

場  所：学校の近くに借りている畑及び夏井小学校体育館 

成  果：夏井地区の特産物であるそばの栽培について、理解を深めることができた。 

○農業体験活動【久慈湊小学校】 

活動内容：校地内の農園にて、農業体験活動を実施 

実 施 日：令和元年４月～令和元年 10 月 

参 加 者：全校児童 ※農業委員の支援有り 

○学校の畑で、農作物の栽培や収穫を行った。【侍浜小学校】 
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○学年毎に学校園で野菜の植え付けから収穫までの農業体験を行った。【久喜小学校】 

実 施 日：令和元年５月～11 月 

参 加 者：児童 30 名、職員９名  計 39 名 

場   所：久喜小学校 学級菜園 

成   果：農業体験や観察学習を通して植物の生育環境作りに関心を持つとともに、収穫の喜び

を味わうことができた。 

○野菜の栽培【大川目小学校】 

実 施 日：令和元年４月～令和元年 11 月 

参 加 者：全校児童 84 名、職員 9 名 

場    所：学級園、花壇 

成    果：学級園で学級ごとに野菜を栽培した。野菜作りを通して畑作業の大変さや野菜を育て

る難しさ、収穫の喜びも体験させることができた。また、食物を大切に食する気持ち

をもたせることもできた。 

○農産物（野菜・花など）の栽培と観察【山形中学校】 

実 施 日：令和元年 5 月 10 日～令和元年 11 月 29 日 

参 加 者：全校生徒 49 名（1 学年 15 名、2 学年 8 名、3 学年 16 名） 

場  所：山形中学校敷地内露地 

成  果：技術の時間に露地で、ミニトマト、ピーマン、子どもピーマン、トウモロコシ、エダ

マメ、サツマイモ，ジャガイモの栽培を行った。栽培適期を調べて栽培計画を立て、

たい肥入れや、植え付け、日常の水やりや草取りなどの世話、収穫などの活動を通し

て、野菜作りの大変さや喜びを体験するとともに、農業に対する興味、関心を深める

ことができた。花の栽培では、マリーゴールドの栽培を行った。高温の夏の水やり等、

野菜栽培とは違った大変さを学びながら、学習を深めた。 

 

 

地産地消料理教室 夏井市民センター 

 
農業体験学習 久喜小学校 
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8  身近な自然とのふれあいの促進 

〔環境指標〕 

指 標 項 目 目  標 現  状 

市民一人あたり公園面積 
2036 年度 

約 20 ㎡/人 

令和元年度末現在 

10.66 ㎡/人 

小河川を対象とした多自然型水路の整備 1 河川を対象として実施 
令和元年度 

未実施 

道路や公共施設を中心とした植樹の実施 実施 
令和元年度 

実施 

河川整備に市民の参加を促し、市民と連携した管理体制の構築を図ります。 

○久慈川河川公園外緑地の維持管理を行った。【道路河川維持課】 

 

自然とふれあれる公園や散歩道、親水の場の整備を行います。 

○総合防災公園整備事業を実施し完了した。【建設整備課】 

 

公園などに設置する公共トイレの数や管理方法を見直し、衛生的な環境を創出します。 

○都市公園の維持管理を行った。（11 カ所）【道路河川維持課】 

 

公園や散歩道の利用マナーやペットマナーの向上を図ります。 

○ペットマナーについて広報で周知を図った。【生活環境課】 

 

緑化活動の推進に努めます。 

○地域の環境を美化するため、地区の児童から高齢者まで参加し、花いっぱい運動を実施した。【宇

部市民センター】 

実 施 日：令和元年６月９日 

参 加 者：児童・保護者・35 人、宇部地区教育振興協議会１人、先生 1 名、職員 2 人 

場    所：宇部市民センター及び国道 45 号線沿い 

成    果：花を植えること通じて地域の環境が美化され、自然とふれあえ、また、世代間交流が

図られた。 

○国道 45 号沿いの花壇及びプランターへの花の植栽を実施した。【侍浜市民センター】 

実 施 日：令和元年 6 月 8 日 

参 加 者：小学生 12 名、保護者・高齢者等 38 名、計 50 名 

場    所：国道 45 号沿いの花壇及び侍浜市民センター 

成    果：花苗の植栽を通じて、小学生・保護者・高齢者が交流を深めることができた。また、

参加者の環境に対する意識啓発が図られた。 

○久慈市防災公園桜植樹【夏井市民センター】 

活動内容：主催であるエリカシーランド推進協議会の協力を得て、防災公園第１広場に桜とツツ

ジの植樹を行った。 

実 施 日：令和元年５月 11 日 

参 加 者：夏井町民、協議会会員ほか 140 名 

場    所：久慈市防災公園第１広場 



 
 
 

43 

成  果：ふるさと未来づくり事業「夏井未来づくり計画」による実践活動。地域住民から出

たアイデア「新しい桜の名所をつくりたい」との思いから防災公園を植樹場所に選

定した。桜 28 本、ツツジ 560 本を植樹した。 

 

三陸ジオパークやみちのく潮風トレイルといった様々な観光資源の周知と活用に努めます。 

○三陸ジオパークジオサイト巡りを実施した。【観光交流課】 

実 施 日：令和元年 8 月 29 日 

参 加 者：地域住民 

場    所：久慈市～洋野町～八戸市 

成    果：三陸ジオパークジオサイト等を巡り、その特色や人々の生活に触れながら、大地の成

り立ちの理解を深めた。 

○みちのく潮風トレイルを活用し、健康増進を目的とした健康ウォークを実施した。【観光交流課】 

実 施 日：令和元年 7 月 18 日 

参 加 者：地域住民 

場    所：久慈市侍浜町 

○土から知る郷土の歴史「野田層群と野田くんのこほっぱ」 

活動内容：三陸ジオパークから学ぶ歴史講座を行った。 

実 施 日：令和元年９月４日（水） 

参 加 者：成人 9 名 

場    所：大唐の倉、玉川漁港ほか 

成    果：これまで史跡や遺跡の見学を行っていた当事業に三陸ジオパークを取り入れた。実際

に化石に触れたり、地層を見ることができた。夏井町とのつながりや新たな観光資源

の発見に関心が高まった。 

 

～小学校・中学校の取組状況～ 

○地域のボランティアの方々とともに、プランターに花苗を植裁した。【侍浜小学校】 

 

 
夏井市民センター 防災公園植樹 

 
観光交流課 三陸ジオパークジオサイト巡り 
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9  ごみの減量化と資源の循環的利用の促進 
〔環境指標〕 

指 標 項 目 目  標 現  状 

市民一人あたりのごみの排出量 年間 327kg 以下 

平成 30 年度 

年間一人あたりの排出量 

373kg 

エコショップいわて認定事業所数 
エコショップいわて認定

事業所数 10 店舗以上 

令和元年度末 

 8 店舗 

ごみの資源化率 年間 14.1％以上 
平成 30 年度 

11.4％ 

 

ごみの減量化を事業者・市民に呼びかけます。 

○事業者・市民等に対し、ごみの減量化を呼びかけた。【生活環境課】 

令和元年度の一般廃棄物収集処理の実績（集団資源回収を除く） 

ア ごみ処理実績 

 生活系ごみ 事業系ごみ 

可燃ごみ 7,705 3,460 

不燃ごみ 580 104 

資源物 1,195 89 

小計 9,480 3,653 

合計（総排出量） 13,133 

イ し尿処理実績 

  し尿：25,460kl 

 

○ミニ環境デイ in 夏井【夏井市民センター】 

活動内容：フリーマーケットと衣類のバザー、環境パネル展示を行った。 

実 施 日：令和２年３月 14 日 

参 加 者：出店者 4 名、来場者 24 名 

場    所：夏井市民センター 玄関エントランス 

成    果：新型コロナウイルス対策により規模縮小となった。衣類の回収量 33.4 ㎏（うち 11.1

㎏がバザーによりリユースされ、残り 22.3 ㎏がリサイクルされた。）フリーマーケッ

トの参加費及び衣類のバザーの売上金 1,400 円を桜剪定ノコギリ購入費として夏井

町振興協議会へ寄付した。 

 

生ごみの堆肥化や減量化などの取り組みに対する支援をします。 

○家庭用コンポスター購入補助事業を実施し、久慈市衛生班連合会が実施するコンポスターの共同

購入事業に対し、１台につき２千円を補助した。【生活環境課】 

 令和元年度補助実績：20 台 

 

公共施設への資源物回収 BOX の設置や古着回収ボックスを設置し、ごみの資源化率の向上に努め

ます。 

○小型家電回収ボックス及び古着回収ボックスを設置した。【生活環境課】 

○資源物集団回収支援事業を実施し、資源物の集団回収を行う地域団体に対し、補助金を交付した。 

（単位：ｔ） 
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【生活環境課】 

令和元年度補助実績：8 団体 

 回 収 量：27,680kg 

 

～小学校・中学校の取組状況～ 

○校内で印刷時に発生するミスプリントや外部から届く資料等の不用紙を裏紙として活用し、環境

に配慮しながらごみの減量を図った。【久慈小学校】 

○資源物回収を行い、換金して児童会活動のために役立てた。【夏井小学校】 

実 施 日：令和元年 8 月 24 日 

参 加 者：全校児童 18 名、保護者 18 名、職員 7 名 

場  所：夏井小学校全学区 

成    果：アルミ缶 70ｋｇ、スチール缶 70ｋｇ、１升ビン、ビール瓶等を回収。合計 8,694

円に換金できた。児童に対し、循環型社会形成のための３Ｒ（リユース、リデュース、

リサイクル）への意識啓発が図られた。 

○コピー、印刷機等の裏紙利用の推進、段ボールのリサイクル促進【長内小学校】 

実 施 日：通年 

参 加 者：教職員２４名 

成   果：校内で発生するミスプリント等の不要紙を裏紙として再利用した。また校内で余剰と    

なった不用段ボールをリサイクルすることで、可燃ごみの発生量を削減した。 

○PTA 資源回収を実施し、空き缶を回収した。【平山小学校 PTA】 

実 施 日：令和元年 7 月 5 日、令和元年 11 月 25 日（月）                                              

参 加 者：PTA 会員 15 名程度、職員 4 名 

場  所：平山小学校                                                    

成  果：アルミ缶 280 ㎏、スチール缶 40 ㎏（２回合計）回収し、資源の再利用の意識が高

まった。 

○来内地区子ども会で古ビンの回収活動を行った。【来内地区子供会】 

実 施 日：令和元年 5 月 11 日、12 日 

参 加 者：児童 7 名ほか来内地区の保護者、地域の方々 

成    果：古ビンを回収し、リサイクルへの意識啓発が図られた。 

○アルミ缶回収【大川目小学校】 

実 施 日：令和元年 8 月 31 日 PTA 奉仕作業、令和元年 12 月 17 日卒業奉仕作業 

参 加 者：全世帯、職員 

成    果：換金後は、PTA 会計に入れている。（7,500 円） 

○リサイクル活動【大川目小学校】 

活動内容：通年、全校で給食の牛乳パックの回収を行っている。 

○資源物回収を行い、換金してユニセフの募金に寄付した。【大川目中学校】 

実 施 日：令和元年５月～令和２年２月 学年ごと月１回 

参 加 者：生徒４１名、職員９名ほか 

場    所：大川目町内 
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成    果：アルミ缶、スチール缶を回収し、合計 39,400 円に換金できた。なお、換金した金

額のうち、16,880 円は車いすを購入して養寿荘へ寄贈し、残金はユニセフに募金し

た。生徒に対しリサイクルとボランティアの意識啓発が図られた。 

○資源物回収を行い、換金して部活動遠征費にあてた。【侍浜中学校】 

実 施 日：令和元年５月２３日（木）をはじめ第４木曜日、年間９回実施 

参 加 者：生徒４３名及びその家庭、職員１５名 

場    所：中学校区 

成    果：アルミ缶 440kg、スチール缶 150kg を回収、新聞紙 970 ㎏回収し、合計２２，９

５０円に換金できた。なお、換金した２２，９５０円は、部活動遠征費の一部へあて

た。生徒に対し循環型社会形成のための３R（リユース、リデュース、リサイクル）へ

の意識啓発が図られた。 

 

 

 

 

 

 

夏井市民センター ミニ環境デイ in 夏井 

 
 

大川目中学校 アルミ缶回収 
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10  廃棄物の適正処理 
〔環境指標〕 

指 標 項 目 目  標 現  状 

不法投棄箇所確認件数 10 カ所以下 
令和元年度 

72 カ所 

清掃活動の実施 実施 
令和元年度 

 実施 

 

 

不法投棄の実態調査・監視の強化に努めます。 

○環境パトロール員 10 名を委嘱し、不法投棄の監視を行った（発見件数 72 カ所）。【生活環境課】 

○不法投棄、不適正処理原因者の特定に努めた。【生活環境課】 

 

ごみ集積場の整備に対する支援を行います。 

○ごみ集積場整備事業を実施し、町内会等が実施するごみ集積場の新築や改築に対し、経費の 2 分

の１を補助（限度額 75 千円）した。【生活環境課】 

令和元年度補助実績：1２件 

 

広報やポスターなどにより市民・事業者に注意を促します。 

○不法投棄パトロール員により街頭啓発及び広報等による啓発を行った。【生活環境課】 

 

市民一斉清掃、530（ごみゼロ）運動を実施します。 

○早朝 1 時間清掃（ごみ拾い、草刈り）実施に関し、市民に清掃活動を呼びかけた。【生活環境課】 

参 加 者：24,916（年４回） 

○清掃運動事業（530 運動）実施に関し、各事業所・官公署及び学校等に対し、通学路、公園そ

の他公共用地、各事業所・施設周辺の清掃を呼びかけた。【生活環境課】 

 参 加 者：19 校（2,053 人）、11 事業所（367 名） 

○お盆の供物収集に関し、市内の臨時集積場で特別収集を行った。【生活環境課】 

○北侍浜野営場周辺のごみ拾いを実施した。【侍浜市民センター】 

実 施 日：令和元年 7 月 16 日 

参 加 者：小学生 12 名、保護者等 10 名、計 22 名 

場    所：北侍浜野営場周辺 

成    果：ごみ袋数袋程度を回収し、北侍浜野営場周辺のごみを減らすことができた。また、参

加者の環境に対する意識啓発が図られた。 

○春のクリーン作戦【夏井市民センター】 

活動内容：市主催の一斉清掃の日にあわせ、夏井小学校、平山小学校及び夏井中学校の児童・生

徒に参加を呼びかけ、ごみ袋の配布を行った。 

実 施 日：令和元年４月 21 日 

参 加 者：児童・生徒 78 名 （参加率 65％） 

場    所：夏井町内（各町内会へ受け入れを依頼） 
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成  果：親子で参加することが定着してきている。特に中学生の参加が多く、環境活動への参

加意識が定着している。 

 

不法投棄の除去・防止を目的としたボランティア活動を支援します。 

○久慈川漁業協同組合の会員による河川清掃活動への取組に支援を行った。【林業水産課】 

 

～小学校・中学校の取組状況～ 

○５３０（ごみゼロ）運動を実施し，通学路並びに学校周辺のごみ拾いを全校児童で実施【久慈小

学校】 

実 施 日：令和元年６月５日 

参 加 者：児童６００人，職員４０名 

場    所：通学路，学校周辺 

成    果：燃えるごみと資源ごみを回収し，通学路並びに学校周辺のごみがなくなった。また，

児童の学区に対する思いを引き出しながら美化意識を高めることができた。 

○530（ごみゼロ）運動を実施し、学校周辺のごみ拾いを 3・4 年生で実施した。【小久慈小学校】 

実 施 日：令和元年 5 月 28 日 

参 加 者：生徒 84 名、職員 6 名 

場    所：学校周辺等 

成    果：燃えるごみ、燃えないごみに分別して回収し、学校周辺のごみを減らした。また、児

童の環境に対する意識啓発も図られた。 

○５30（ごみゼロ）運動を実施し、学校周辺のごみ拾いを全校生徒で実施した。【霜畑小学校】 

実 施 日：令和元年５月３１日 

参 加 者：児童 13 名、職員 6 名、 

場    所：学区（関地区、成谷地区、清水川地区） 

成    果：燃えるごみや燃えないゴミを回収し、自分達の住んでいる霜畑地区の環境保全の意識

啓発を図ることができた。 

○全校児童による通学路清掃を実施した。【夏井小学校】 

実 施 日：令和元年 4 月 23 日、6 月 11 日、9 月 2 日 

参 加 者：全校児童 18 名 

場  所：通学路 

成  果：通学路にはあまりゴミがなかったが、夏井川の河川敷にはごみが落ちていることを知

り、地域の人へ、ごみを捨てないよう呼びかける活動ができた。 

○530 運動を実施した。【久慈湊小学校】 

参 加 者：全校児童 

成  果：登校中にゴミを拾い、環境の美化に努めた。 

○530 運動学校周辺のごみ拾い【山形小学校】 

実 施 日：適宜（B＆G を利用するため徒歩で移動する際） 

参 加 者：４～6 年児童 36 名、職員 3 名 

場    所：学校周辺（学校から B&G までの道路 
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成  果：地域の方の環境に対する意識が高く、普段からほとんどごみが落ちていないが、自分

たちにできることとして、環境に目を配り、ごみが落ちていたらすぐに拾う行動がで

きるよう意識を高めることができた。 

○環境美化活動（校内や学校周辺のごみ拾い）を行った。【侍浜小学校】 

○クリーンの日を設定し、学校周辺のゴミ拾いを全校児童で実施した。【小袖小学校】 

実 施 日：令和元年 6 月 3 日、7 月 1 日、7 月 25 日、9 月 2 日、10 月 1 日、11 月 1 日 

参 加 者：児童 174 名(累計） 職員 54 名(累計） 

場  所：通学路、学校周辺、かづま浜等 

成  果：全校児童で学校周辺の環境整備をすることで、児童の環境美化に対する意識を高める 

ことができた。 

○530 運動として、登校時に児童全員で通学路のゴミ拾いを実施した。【長内小学校】 

実 施 日：令和元年５月～１０月の末日（長期休業期間を除く） 

参 加 者：児童２４７名 

場   所：通学路等 

成   果：通学路及びその周辺の美化、環境に対する児童の意識啓発につながった。 

○学校周辺のごみ拾いを児童会活動（ボランティア委員会）で実施した。【長内小学校】 

実 施 日：５月と１０月の委員会活動日（計２回） 

参 加 者：児童１１名 教師２名 

場   所：学校周辺等 

成   果：学校周辺の美化、環境に対する児童の美化意識向上につながった。 

○530 運動を実施し、全校児童でごみ拾いをした。【平山小学校】 

実 施 日：令和元年 5 月 30 日 

参 加 者：児童 56 名、職員 12 名  

場  所：学校周辺 

成  果：児童のきれいな街づくりについての気持ちを育てることができた。 

○小高連携海洋環境学習を実施し、高校生による出前事業と海岸清掃を行った。【平山小学校】 

実 施 日：令和元年 7 月 2 日、22 日 

参 加 者：平山小児童 11 名、職員 2 名、久慈東高生徒 3 名、職員 1 名 

場    所：平山小学校、夏井町麦生（もぐらんぴあ先の砂浜海岸） 

成    果：児童の海洋環境問題への関心と意識が高まった。 

○年２回、縦割り班毎に分かれて通学路や地域のゴミ拾いを行った。【久喜小学校】 

実 施 日：令和元年５月７日、１１月５日 

参 加 者：児童３０名、職員９名 計３９名 

場  所：通学路 

○全校児童が二手に分かれ、縦割り班毎に「磯観察場」の清掃活動を実施し、漁具や流木・打ち上

げられたゴミなどの片付けを行った。【久喜小学校】 

実 施 日：令和元年６月４日 

参 加 者：児童３０名、職員９名   計３９名 

場   所：久喜浜 
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成  果：自分たちにできる地域の環境美化を目指して取り組んでいる活動である。令和元年度

も、他市町村や県外の方にもきれいな地域をアピールしようと、ゴミ拾いを実施した。

縦割り班毎に、燃えるごみと燃えないごみを分別しながら集め、事後の振り返りを通

して、児童の環境に対する意識啓発が図られた。 

○クリーンデーを実施し、学区内の通学路のごみ拾いを全校児童で実施した。【来内小学校】 

実 施 日：令和元年 5 月 30 日、6 月 27 日、7 月 18 日、8 月 29 日、9 月 27 日 

参 加 者：児童 7 名 

成  果：燃えるごみ、燃えないごみを回収し、学校周辺のごみがなくなった。また、児童の環

境に対する意識啓発も図られた。 

○学区内にある瀬月内ダム周辺の清掃を行った。【来内小学校】 

実 施 日：①令和元年 4 月 25 日 ②令和元年９月 27 日 

参 加 者：①児童 7 名、PTA6 名、職員 7 名 ②児童 6 名、PTA5 名、職員 7 名                                                      

場  所：来内学区 瀬月内ダム周辺 

成  果：燃えるごみ、燃えないごみを回収し、瀬月内周辺のごみがなくなった。また、児童の

環境に対する意識啓発も図られた。 

○全校クリーン作戦（ごみ拾い、石拾い）【大川目小学校】 

実 施 日：令和元年 5 月 16 日 

参 加 者：全校児童 84 名、職員 13 名、計 97 名 

場  所：校地内及び学校周辺の通学路 

成  果：クリーン作戦の他にミニクリーン作戦も数回行い、校地内の美化に努めている。 

○ボランテイア活動（ごみ拾い、石拾い、落ち葉拾い、草取り）【大川目小学校】 

実 施 日：令和元年７月～１１月 

参 加 者：全校児童、職員 

場    所：校地内及び校門付近 

成    果：ボランテイア委員会の企画で、奉仕活動を必要に応じて行っている。積極的に参加し

ており、本校の定番活動となっている。 

○日本財団「海と日本」プロジェクト「海ごみゼロ活動」への参加【夏井中学校】 

実 施 日：令和元年 7 月 31 日 

参 加 者：生徒 50 名、職員 7 名、PTA1 名 

場    所：久慈市夏井町大崎の浜辺 

成    果：可燃ごみ 13 袋、不燃ごみ 7 袋、ペットボトル 6 袋を回収することができた。もぐ

らんぴあ近くの浜辺をきれいにすることで環境保全、また美化の意識が高まった。 

○環境美化奉仕作業による奉仕活動【宇部中学校】 

 実 施 日：令和元年５月 26 日 

 参 加 者：全校生徒 

成  果：通学路及び陸中宇部駅に至る路上のごみを拾いながら移動し、陸中宇部駅駅舎及びホ

ーム、周辺の清掃を行った。三陸鉄道の職員の方から感謝の言葉をいただいた。事故

やけがもなく無事に実施することができた。 

○530（ごみゼロ）運動として、全校で三崎地区のゴミ拾いを実施した。【三崎中学校】 

実 施 日：令和元年６月３日 
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参 加 者：生徒 36 名、職員 8 名 

場  所：学校周辺、三崎、小袖、小袖沢方面 

成  果：全校生徒が午後、三崎地区、小袖、小袖沢方面にバスで移動し、ゴミ拾いを行った。

ごみゼロ運動に合わせて実施し、生徒の環境に対する意識啓発も図られた。 

○久喜浜海岸清掃を行い、不燃ごみ拾いを全校生徒で実施した。【三崎中学校】 

実 施 日：令和元年８月１日 

参 加 者：生徒３６名、職員８名 

場    所：久喜浜周辺 

成    果：海浜に打ち寄せられた不燃ごみ（プラスチック、発泡スチロール等）を集め処理した。

生徒は、この取り組みにより学区内の海浜環境の改善・維持につながることを学習し、

環境保全の意識啓発が図られた。 

○530（ごみゼロ）運動を実施し、学校周辺のごみ拾いを全校生徒で実施した。【侍浜中学校】 

実 施 日：令和元年６月３日 

参 加 者：生徒４３名、職員１０名、老人クラブ９名 

場    所：学校周辺等 

成    果：燃えるごみ１５袋、燃えないごみ 7 袋を回収し、学校周辺のごみがなくなった。また、

生徒の環境に対する意識啓発も図られた。 

 

 

 

 
夏井中学校 海ごみゼロ活動 

 

来内小学校 瀬月内ダム周辺清掃 
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11  地球環境の保全 

 〔環境指標〕 

指 標 項 目 目  標 現  状 

区域の温室効果ガス排出量 
2030 年度 

18.52 万 t-CO2 

2018 年度 

28.00 万 t-CO2 

行政の事務や事業から排出される温室効果ガス排出量 
2030 年度 

7,029 t-CO2 以下 

2019 年度 

8,353ｔ-CO2 

住宅用太陽光発電システムの新規導入件数 年間 15 件以上 
令和元年度 

８件 

市内における空間放射線量率 1μSV/h 未満 1μSV/h 未満 

 

公用車の低公害化を推進します。 

○低公害車を公用車として導入した。【財政課】 

 

地球温暖化実行計画に基づき、温室効果ガスの排出削減行動を推進します。 

○庁舎内における昼休み時間の節電を実施した。【財政課】 

○暖房の設定温度を下げ、Ａ重油の使用量を抑制した。【財政課】 

○積極的なグリーン購入法適合物品の購入をした。【財政課】 

 

広報への掲載や講演会などを開催し、地球温暖化防止に向けた行動を啓発します。 

○久慈市地球温暖化対策地域協議会が主催する環境学習講演会を後援した。【生活環境課】 

 

クールビズやウォームビズの実施、また、ノー残業デーを設定し、エネルギー消費量の削減を行い

ます。 

○庁内でクールビズやウォームビズを実施した。【総務課】 

○ノー残業デーを実施した。【総務課】 

 

酸性雨のモニタリングを継続し、その情報を公表します。 

○大気汚染実態調査の一環として、酸性雨（雪）調査を実施した。【生活環境課】 

○空間納車線量率の測定を実施した。【生活環境課】 

 

～小学校・中学校の取組状況～ 

○あるけ あるけ【久慈湊小学校】 

 実 施 日：令和元年度４月、７月、11 月の５日間 

 参 加 者：全校児童 

成  果：健康教育ともからめ、徒歩での登校を促すことにより、車の Co2 排出量を抑制する。 

○ノー残業デーの設定【長内小学校】 

実 施 日：毎月第 4 金曜日 
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参 加 者：教職員２４名 

成  果：ノー残業デーを、地球温暖化対策の観点から取り組むことで、省エネルギーに対す 

      る知識と理解を深めるとともに、環境に配慮した行動として実践した。 

○地区の教育振興運動と連携し、家庭学習の家庭学習強化週間の時は、テレビを消してじっくり取

り組めるように家庭に協力依頼をした。【久喜小学校】 

○学級の係の仕事として「電気係」を設けるなどし、こまめな消灯に取り組んだ。【久喜小学校】 

成  果：テレビを消して家庭学習に取り組もうという活動が徐々に浸透してきた。また教室移

動時は、学級の電気係を中心に互いに声を掛け合って、こまめに電気を消す姿が見ら

れるようになってきた。 
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12  環境保全活動を担う人材の育成 
〔環境指標〕 

指 標 項 目 目  標 現  状 

環境報告書の作成・公表 実施 
令和元年度 

実施 

広報の環境関連記事の掲載回数 24 回/24 回 令和元年度 
広報掲載回数 1３回／24 回 

市民が参加しやすい自然観察会、環境体験学習及び環
境保全活動の機械の創出 

実施 令和元年度 
実施 

まちづくり直送便事業、琥珀のまち生涯学習事業にお
ける環境関連の勉強会の実施 

実施 令和元年度 
実施 

 

環境に関する年次報告書を作成し、公表します。 

○環境に関する年次報告書「久慈市の環境」を作成し公表した。【生活環境課】 

 

環境に関する情報の発信、提供を積極的に行います。 

○くじ広報や市 HP に環境情報を掲載した。【生活環境課】 

 

市民団体、学校教育、地域における活動を支援します。 

○夏井自然塾「川遊び」【夏井市民センター】 

活動内容：小学生を対象に川遊びを行った。地域のサポーターが見守りを行った。 

実 施 日：令和元年８月２日 

参 加 者：児童 20 名、サポーター他 9 名 

場    所：夏井町内 

成    果：川に体を浮かべたり、生き物を探したりと川遊びをとても楽しんでいた。きれいな川

があってこそなので、これからも継続していきたい。 

○夏井自然塾「市民バスで出かけよう」【夏井市民センター】 

活動内容：小学生を対象に市民バスでお出かけをしたり、畑でジャガイモの収穫を行った。収穫

したジャガイモでカレーライスをつくり、食べた後は花火を楽しんだ。 

実 施 日：令和元年８月７日 

参 加 者：児童 14 名、サポーター・サロン参加者他 18 名 

場    所：夏井市民センター、夏井町内 

成    果：地域のおじいちゃん、おばあちゃんの協力により、路線バスで出向いて郷土芸能に触

れる機会を提供し、バスの利用促進や地域の方との交流に寄与している。センター近

くの畑でジャガイモを掘り、自分達で調理して食べた。「夏井のイモはおいしいな」

との声もあり、農業への関心も感じた。 

○ふろしき活用術＆新聞エコバックづくり【夏井市民センター】 

活動内容：レジ袋有料化へ向けて、何度も使えるふろしきの使い方や新聞紙で作れる手提げ袋を

作る講座を行った。 

実 施 日：令和２年２月 19 日 

参 加 者：高齢者 20 名 
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場    所：夏井市民センター（営農研修室） 

成    果：県事業により「３Ｒ推進専門員」を派遣いただいた。プラスチックごみの減量は喫緊

の課題であることを学び、楽しく協力できる方法を学ぶことにより意識が高まった。 

 

自然観察会や林業体験イベントを支援し、林業とのふれあいの場を創設します。 

○林業体験イベントを実施した。【観光交流課】 

場  所：山形町 

成  果：自然やもりの成り立ち、森の果たす役目などを学ぶとともに、森づくりの大変さや除

間伐の必要性について理解を深める場を提供することができた。 

 

漁師体験などの漁業体験イベントを支援し、漁業とのふれあいの場を創設します。 

○漁業体験イベントを実施した。【観光交流課】 

 場  所：侍浜町 

成  果：漁業従事者と会話したり、海から網をあげたり、網から魚を外すなど、実際に体験す

ることで、漁業の大変さや必要性について、理解を深める場を提供することができた。 

 

学校教育における体験学習などの支援を行います。 

○体験学習を実施した。【観光交流課】 

場  所：山形町 

成  果：市内外多くの児童生徒に自然体験プログラムを体験してもらい、久慈市の魅力を体感

してもらえた。 

 

～小学校・中学校の取組状況～ 

○久喜の生活を支えている漁業について理解し、興味・関心を高めるための漁業体験等の活動を行

った。【久喜小学校】 

実 施 日：磯観察  令和元年６月４日、漁業体験 令和元年７月２０日  

参 加 者：児童２２名（３～６年）、職員７名、保護者１８名、関係機関約２０名  

場   所：久喜漁港 

成  果：県北広域振興局水産部、久慈市林業水産課、久慈市漁協、そして、地域の生産部、屋

形定置、小型船研究グループ、漁協女性部等たくさんの関係機関の方々からご支援を

頂いて、貴重な漁業体験を行った。地域の漁業への思いや生き方、海を守ることの大

切さを学ぶことができた。 

○野外学習活動（内間木洞周辺散策、シャワークライミング）【山形中学校】 

実 施 日：令和元年 6 月 27 日 

 参 加 者：1 学年 15 名、教員 3 名 

場  所：久慈市山形町小国  

成  果：学年スローガン「共に成長！～“自然”と仲良くなろう～」のもと、学年野外学習活

動を行った。インストラクターの指導のもと、シャワークライミング等の活動を行い、

地元の自然環境（内間木洞）への理解を深めた。                                                               

○環境整備作業【山形中学校】                                                
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実 施 日：令和元年 7 月 1 日、11 月 2 日 

 参 加 者：全校生徒、保護者、教職員 

 場  所：山形中学校（グランド、駐車場、校舎周辺） 

 成  果：全校生徒、保護者、教職員と共に校地内の整備を行い、環境保全に努めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

久喜小学校 漁業体験 

 

観光交流課 林業体験 
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第  5 章 
地球温暖化対策実行計画点検結果 

1 地球温暖化対策実行計画 
2 事務事業編 

３ 区域施策編 
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 1  地球温暖化対策実行計画 

実行計画について 

  本実行計画は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」第21条に基づき、本市における事務

及び事業に関し、温室効果ガスの排出抑制の取り組みにより、地球温暖化対策の推進を図るため

のものです。 

平成31年3月に「第4次久慈市地球温暖化対策実行計画【事務事業編】（以下、「事務事業編」

という。）」を策定、平成28年3月に市全体を対象とした「久慈市地球温暖化対策実行計画【区

域施策編】（以下、「区域施策編」という。）」を策定しました。 

事務事業編は、本市の組織及び施設における全ての事務・事業から発生する温室効果ガスの排

出を抑制するため、率先して地球温暖化対策の推進をはかること、また、市が率先して地球温暖

化対策の取り組みの成果をPRしていくことで、市民や事業者等の地球温暖化防止に向けた取り

組みのさらなる実践を促すことを目的とするものです。 

また、区域施策編は、行政のみならず、本市の市域全体から排出される温室効果ガスの排出抑

制に取り組むことを目的としています。 
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 2  事務事業編 

１ 調査方法及び内容 

市の組織及び施設における事務・事業から発生する二酸化炭素の総排出量を把握するため、各

施設等の燃料及び電気の使用量について現況把握調査を行い、その結果を集計のうえ二酸化炭素

の排出量を算出しました。 

 

２ 対象施設 

平成30年度からは、前計画で対象としていなかった指定管理施設についても対象とし、次の

施設について調査しました。 

（1）庁舎等 11施設（市役所・山形総合支所・管理車両など） 

（2）文化施設・公民館等 15施設（アンバーホール・公民館・図書館など） 

（3）給食センター ２施設 

（4）防災施設 43施設（防災センター・屯所・地区防災センターなど） 

（5）保育園・児童館 8施設（休園の施設を含む） 

（6）小学校・中学校 23施設 

（7）福祉施設 15施設（元気の泉・地区デイサービス施設・老人福祉センターなど） 

（8）体育施設 22施設（市民体育館・総合運動場・地区プールなど） 

（9）下水道施設 18施設（浄化センター・地区ポンプ場・地区マンホールポンプなど） 

（10）上水道施設 30施設（地区ポンプ場、配水池、簡易水道など） 

（11）観光施設・産業施設等 15施設（観光交流センター・もぐらんぴあなど） 

（12）公園等 29施設（公園・さわやかトイレなど） 

（13）病院等 １施設（国保診療所） 

 

３ 取組み目標 

   基準年度 2013年度二酸化炭素総排出量・・・・11,539t-CO2/年 

 

      約40％（4,509t-CO2）の削減 

 

   目  標 2030年度二酸化炭素総排出量・・・・  7,029t-CO2/年 
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４ 調査及び点検結果 

 （1）二酸化炭素の総排出量及び項目別排出量 

各施 設等から の報告 をもと に集計し た結果 、令和 元年度の 二酸化 炭素総 排出量は 

8,353t-CO2/年となり、平成25年度（基準年度）と比較して､3,186t-CO2/年、率では27.6％

の減少となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各図、表は端数処理のため、集計の数値が異なる場合があります。 
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 （２）施設区分ごとの二酸化炭素総排出量 

    施設区分ごとでみると、上下水道施設が二酸化炭素排出量全体の約４分の１を占めており、

次いで、文化施設・公民館、小中学校となっております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 目標の実績評価と今後の取組み 

（1）目標に対する実績と評価 

令和元年度の二酸化炭素の排出量は基準年度である平成25年度と比較し、27.6％の減少、

前年度と比較しても12.5％の減少となりました。理由としては、これまで実践してきた省エ

ネ行動や燃費のよい公用車の導入等が排出量の削減に寄与したほか、新型コロナウイルス感染

症拡大による体育施設等の休館によるエネルギー消費減少によるものと考えられます。 

 （2）今後推進すべき取組課題 

これまでも、不要な照明の消灯やクールビズ・ウォームビズなどの省エネ行動を実施してき

ましたが、目標を達成するにはこれまで以上の取り組みとともに、施設設備を計画的に更新し、

省エネ・再エネ設備の導入が求められます。また、令和２年度からは久慈地域エネルギーを通

じて市内６施設に再エネ由来電力を導入し、今後も再エネ由来電力の導入を推進し、電力の

100％再生可能エネルギーへの転換を目指します。 

※各表、図は端数処理のため、集計の数値が異なる場合があります。 
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 3  区域施策編 

１ 調査方法及び内容 

本市の市域全体から排出される二酸化炭素について、産業・家庭・業務・運輸・廃棄物部門ご

とに、資源エネルギー庁の「エネルギー消費統計」等のデータを基に、環境省で示すマニュアル

により算出します。 

また、基本目標として掲げる次の項目について、取組状況や指標に対する達成状況を点検しま

す。 

【基本目標】 

「再生可能エネルギーの利用促進」 

「省エネルギーの推進」 

「低炭素・循環型社会づくり」 

「吸収源の確保」 

「普及啓発」 

 

２ 調査対象 

  久慈市のおける市民生活や事業活動において排出される温室効果ガスの削減に関する全ての

事項を対象とします。 

 

３ 取組み目標 

   基準年度 平成24年度二酸化炭素総排出量・・・・30.90万ｔ-CO2/年 

 

      19.3％（5.97万ｔ-CO2/年）の削減 

 

   目  標 令和２年度二酸化炭素総排出量・・・・24.93万ｔ-CO2/年 

 

 

久慈の年間平均気温 山形の年間平均気温 

出典：気象庁 出典：気象庁 
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４ 調査及び点検結果 

  ※１「エネルギー消費統計」における令和元年度の数値が公表されていないため、平成30年

度までの算定結果です。 

  ※２排出量は、都道府県エネルギー消費統計の令和3年1月4日公表資料における遡及見直し後

の資料を使用しています。 

 

  （１）二酸化炭素総排出量の状況 

平成30年度の二酸化炭素総排出量は 28.00万ｔ-CO2/年となり、平成24年度（基準

年度）と比較して､3.9万ｔ-CO2/年、率では約12.3％の減少となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）部門別二酸化炭素排出量の状況 

     平成24年度と比較し、製造業部門、農林水産業部門で排出量が増加し、家庭部門・運

輸部門・農林水産業が減少しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門別二酸化炭素排出量 

※各表、図は端数処理のため、集計の数値が異なる場合があります。 
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部門別二酸化炭素排出量 

部門別二酸化炭素排出割合 

※各表、図は端数処理のため、集計の数値が異なる場合があります。 
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５ 基本目標に対する取組状況 

  （１）再生可能エネルギーの利用促進 

   ①再生可能エネルギーの導入促進 

項目 具体的な取組状況 

太陽エネルギー利用システムの普及啓発 ○住宅用太陽光発電システム導入促進事業補助金を交付し、市内

住宅への太陽光発電システムの導入を支援した。 

○太陽光発電システムを、令和元年度末時点で市保有施設18施設

に導入した。 

グリーン電力証書の活用促進 ○未実施 

木質バイオマス資源の活用促進 ○「べっぴんの湯」へのチップボイラーを導入した。 

再生可能エネルギーの利活用の基盤づく

り 

○再生可能エネルギー導入の基盤となる送電網が脆弱であるこ

とから、その強化について、国等に対し要望した。 

○岩手県企業局クリーンエネルギー導入支援事業についての情

報提供を行い、当該事業を利用して情報交流センターに太陽光

発電システムが設立された。 

○久慈市で実施している再エネ促進事業について、広報・久慈市

ホームページ等を活用して周知した。 

 

   ②再生可能エネルギー等の研究開発支援及び調査検討 

項目 具体的な取組状況 

再生可能エネルギー等の研究開発支援及

び調査検討 

○洋上風力ゾーニング実証事業を受託し、協議会を開催した。 

○再生可能エネルギーに係る研究会等に参加した。 

○県が主催する水素利活用の勉強会に参加した。 

 

  （２）省エネルギーの推進 

   ①建物の省エネルギー化の推進 

項目 具体的な取組状況 

環境配慮型建築物の普及促進 ○公共施設の設計、工事においては、省エネ性能の高い材料、器

具の選定を実施した。 

○省エネ改修や長期優良住宅に対する減額措置を行った。 

壁面緑化や緑のカーテンの普及促進 ○イベント時や市庁舎へのポスター掲示による啓発を行った。 

 

   ②省エネルギー設備等の普及 

項目 具体的な取組状況 

省エネ診断の促進 ○市民への省エネ診断機器の貸出しについて検討した。 

高効率機器等省エネルギー設備の普及促

進 

○市役所では、ＬＥＤ照明及び太陽光発電設備を導入済み。 

○観光交流センターでは、ＬＥＤ照明及び太陽光発電設備を導入

済み。 

環境マネジメントシステムの普及促進 ○未実施 
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③日常生活・事業活動における省エネルギー行動の推進 

項目 具体的な取組状況 

省エネルギー行動の推進 ○ライトダウンキャンペーン・クールビズ・ウォームビズなどの

実施について、市職員、市内の小中学校及び環境活動団体など

への呼びかけの実施と市施設で実施した。 

 

（３）低炭素・循環型社会づくり 

 ①公共交通や自転車の利用促進 

項目 具体的な取組状況 

公共交通・自転車の利用促進 ○路線バス「久慈大野線」をはじめ、三陸鉄道北リアス線、ＪＲ

八戸線の利用促進事業を実施した。 

○公共交通機関の利用促進、自動車排出ガスによる大気汚染の防

止、更には、徒歩通勤等による健康保持・増進の観点から、第

２・第４水曜日は「マイカー自粛デー」として職員に対して通

知を行った。 

○市役所、文化会館、社会体育施設、観光施設などに駐輪場又は 

駐輪スペースを整備済み 

○既に整備されている河川沿いの園路などを利用した自転車走

行空間について、災害復旧をはじめ、適切な維持管理に努めた。 

 

   ②自動車利用時のCO2排出量の低減 

項目 具体的な取組状況 

交通の円滑化 ○市内の道路整備（改良、舗装）により円滑な交通を確保し、二

酸化炭素排出量の削減に努めた。 

電気自動車などのエコカーの利用促進 ○公用車を更新する際の、低燃費、低公害車の導入に努めた。 

エコドライブの促進 ○アイドリングストップや急発進・急停車の抑制について、市職

員に対し呼びかけを行った。 

 

   ③ごみの減量化・資源化の推進 

項目 具体的な取組状況 

家庭ごみの減量化・資源化の推進 ○ごみの状況を毎月広報で公表した。 

○ごみ分別講習会や市衛生班連合会と共催で施設見学会や環境

学習講座を開催した。 

○令和２年１月より指定ごみ袋制度を開始した。 

事業系ごみの減量化・資源化の推進 ○ごみの出し方について、分別指導に努めた。 

未分別品目の再資源化の促進 ○平成29年１月から「雑がみ」のリサイクル回収を開始した。 

〇平成30年５月から「ビン」の回収対象を拡大した。 

環境配慮商品の購入促進 ○グリーン購入推進方針に基づき、環境配慮商品の率先した購入

に努めている。 
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（４）吸収源の確保 

 ①森林の保全・活用 

項目 具体的な取組状況 

森林保全の促進 
○市有林にかかる「森林経営計画」を作定した。計画に基づき市

有林の適正な管理を行う。 
○平成31年度以降は、新たに施行される「森林経営管理制度」を

ふまえた取り組みを行う。 
○市有林について、10～20ha程の市有林について、伐採、地

拵え、植栽、下刈、間伐等の森林整備を実施しているところで

あり、今後も継続して市有林の計画的な更新と整備を図る。 

○地域の森林状況の把握について、林地台帳の整備を進めた。 

森林保全の人材確保 ○久慈地方「木の仕事」協議会と連携するとともに、広報や久慈

市HPにより、林業技術セミナー等の情報を提供した。 

○森林整備ボランティア等への市担当職員の参加 

地元産木材の活用促進 ○新設される公共施設への地元産材の利用を働きかけた。また、 

木質バイオマスを燃料とするボイラーの導入を推進し、間伐材

等の有効活用に努めた。 

 

   ②緑地保全と緑化の推進 

項目 具体的な取組状況 

敷地内緑化の推進 ○保育情報誌や久慈市HPにより都市公園等に関する情報を提供

した。 

○サクラやツツジの植栽場所として都市公園等を提供及び担当

職員の植栽作業への参加 

 

   （５）普及啓発 

   ①情報提供の推進 

項目 具体的な取組状況 

「見える化」の促進 ○県が実施する事業者向け省エネ「見える化事業」や家庭向け「う

ちエコ診断」等のチラシを配架し普及啓発に努めた。 

地球温暖化対策の取組等の情報の発信と

受信 

○市ホームページや広報等を活用し、温暖化対策の取組情報を発

信した。 

 

   ②体験・学習機会の創出 

項目 具体的な取組状況 

地球温暖化対策に関する講座等の実施 ○当市の自然・産業・文化を生かし、岩手県内外の学校等を対象

とした教育旅行等受入を行い、シャワークライミングやトレッ

キング、漁業体験などを実施した。 

久慈市地球温暖化対策地域協議会の活用 ○久慈市地球温暖化対策地域協議会の一員として、当協議会が実

施する事業を支援し活性化を図った。 
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６ 取組の達成度及びCO2削減量 

  基準 現状値 目標値 

基本項目 
達成度指標 

（【 】内は担当課） 
2014

（H26） 
2019 

（R 元） 
CO2 削減量 

2019（R 元） 
2020（R2） 

CO2 削減量 
2020（R2） 

再生可能

エネルギ

ーの利用

促進 

太陽光発電設備の導入件数（累積） 

【企業立地港湾課】 
531 件 809 件 － 750 件 － 

固定価格買取制度における再生可

能エネルギー発電設備の導入容量 

【企業立地港湾課】 

8,329kW 26,361ｋW 
13.299 
t-CO2/年 

17,000kW 
9,391 

t-CO2/年 

グリーン電力証書に関する周知回

数【生活環境課】 
0 回 ０回 

－ 
（計算不可） 

3 回 
－ 

（計算不可） 

薪ストーブ、ペレットストーブへの

助成件数（累積）（平成 28 年度ま

で）【林業水産課】 

71 件 183 件 
347.7 

t-CO2/年 
200 件 

380 
t-CO2/年 

普及啓発回数【港湾・エネルギー推

進課、生活環境課】 
7 回 11 回 

－ 
（計算不可） 

12 回 
－ 

（計算不可） 

省エネル

ギーの推

進 

長期優良住宅の減税件数（累計）

【税務課】 
56 件 150 件 

132 

t-CO2/年 
120 件 

105.6 

t-CO2/年 

省エネ診断の実施件数【生活環境

課】 
23 件 － 

－ 
（計算不可） 40 件 

－ 

（計算不可） 

防犯灯等の LED 化率【生活環境

課】 

9％ 

345 灯 

25％ 

963 灯 

28.9 

t-CO2/年 

20％ 

766 灯 

22.98 

t-CO2/年 

環境マネジメントシステムの導入

件数【生活環境課】（アンケート） 
13 件 － － 20 件 

30.1 

t-CO2/年 

「環境会計」「環境家計簿」への

参加件数【生活環境課】 
０件 0 件 

－ 

（計算不可） 
10 件 

－ 

（計算不可） 

低炭素・循

環 型 社 会

づくり 

公共交通機関利用人員【地域づく

り振興課】 
63,516 人 60,824 人 

Ü 

（計算不可） 
70,000 人 

Ü 

（計算不可） 

ノーマイカーデー実施日数【総務

課】 

月 2 回 

（第２、第 4

水曜） 

月 2 回 

（第２、第 4

水曜） 

Ü 

（計算不可） 

月 2 回 

（第２、第 4

水曜） 

Ü 

（計算不可） 

公用車に導入するクリーンエネル

ギー自動車の台数【財政課】 
9 台 8 台 

10.4 

t-CO2/年 
12 台 

15.6 

t-CO2/年 

広報等による情報提供回数【生活

環境課】 
0 回 １回 

－ 

（計算不可） 
2 回 

－ 

（計算不可） 

久慈市におけるクリーン自動車の

割合（アンケート）【生活環境課】 
6％ － － 10％ 

1,43 

t-CO2/年 

低炭素・

循環型社

会づくり 

エコドライブ講習会等参加人数

（講演会、啓発イベント含む）【生

活環境課】（累計） 

200 人 1,600 人 
550.4 

t-CO2/年 
1,750 人 

602 

t-CO2/年 

生活系ごみ処理量【生活環境課】 9,968t 9,480t 
Ü 

（計算不可） 
9,238t 

Ü 

（計算不可） 

生活系ごみの排出量（1 人 1 日平

均排出量）【生活環境課】 

737g 

/人/日 

748ｇ 

/人/日 

Ü 

（計算不可） 

734g 

/人/日 

Ü 

（計算不可） 

事業系ごみの排出量【生活環境課】 3,909t 3,653t 
Ü 

（計算不可） 
3,748t 

Ü 

（計算不可） 
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基本項目 

 基準 現状値 目標値 

達成度指標 

（【 】内は担当課） 

2014

（H26） 

2019 
（R 元） 

CO2 削減量 

2018（H30） 
2020（R2） 

CO2 削減量 

2020（R2） 

吸収源の

確保 

森林整備面積【林業水産課】（累
計） 

29ha 164.2ha 
901.5 

t-CO2/年 
50ha 

274.5 

t-CO2/年 

森づくりイベント実施面積【林業
水産課】 

0.3ha 0.3ha 
－ 

（計算不可） 
2.5ha 

－ 

（計算不可） 

普及啓発 

うちエコ診断実施世帯数【生活環

境課】 
0 件 0 件 

－ 

（計算不可） 
10 件 

－ 

（計算不可） 

地球温暖化に関する周知回数【生

活環境課】 
2 回/年 ６回/年 

－ 

（計算不可） 
2 回/年 

－ 

（計算不可） 

エコツーリズム等の体験学習参加

人数【観光交流課】 

8,812 人 

（延べ人数） 
5,395 人 

－ 

（計算不可） 

11,200 人 

（延べ人数） 

－ 

（計算不可） 

イベント開催数【生活環境課】 3 回/年 0 回/年 
－ 

（計算不可） 
5 回/年 

－ 

（計算不可） 

 

７ 目標の実績評価と今後の取組み 

（1）目標に対する実績と評価 

平成30年度の久慈市全域の二酸化炭素の排出量は、28.00万ｔ-CO2/年となり、基準年度

である平成24年度と比較し、3.9万ｔ-CO2/年、率では12.25％の減少となりました。 

平成29年度と比較すると、製造業や業務部門、運輸部門で減少しており、その反面、製造

業や家庭部門、廃棄物部門で増加しました。 

  

（2）今後推進すべき取組課題 

市内から排出される二酸化炭素排出量は、年々減少していますが、平成29年度と平成30年

度の排出量はほぼ横ばいとなりました。市民の地球温暖化に対する意識は年々高まっておりま

すが、省エネ行動の実施等をさらなる推進が必要です。環境講演会の開催や民間事業者と連携

した啓発活動を実施し、市民のさらなる意識向上を図るとともに、省エネ行動の浸透や省エネ

設備の導入の促進を図ってまいります。 
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 1  環境基本条例 

 

平成 18 年３月６日 久慈市条例 第 87 号  

環境基本条例 

目次 

前文 

第 1 章 総則（第 1 条―第 6 条） 

第 2 章 環境の保全及び創造に関する施策 

 第 1 節  施策の基本方針等（7 条－第 10 条） 

 第 2 節  環境の保全及び創造に関する基本的施策（11 条－第 23 条） 

 第 3 節  地球環境保全の推進（第 24 条・第 25 条） 

第 3 章 環境の保全及び創造に関する施策を推進するための体制（第 26 条・第 27

条） 

附則 

 

第 1 章  総則 

(目的) 

第 1 条  この条例は、環境の保全及び創造について、基本理念を定め、並びに市、事

業者及び市民の責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する施策の

基本となる事項を定めることにより、環境の保全及び創造に関する施策を総合的か

つ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で安全かつ快適な生活の確保

に寄与することを目的とする。 

(定義) 

第 2 条  この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全

上の支障の原因になるおそれのあるものをいう。 

(2) 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化またはオゾン層の破壊の進

行、海洋の汚染，野生生物の種の減少その他の地球全体又はその広範な部分の環

境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するととも

に市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。 

(3) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ず

る相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁（水質以外の水の状態又は水底の底

質が悪化することを含む。）、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下（鉱物の掘

採のための土地の掘削によるものを除く。）及び悪臭によって、人の健康又は生

活環境（人の生活に密接な関係にある財産並びに人の生活に密接な関係のある動

植物及びその生育環境を含む。以下に同じ。）に係る被害が生ずることをいう。 

(基本理念) 

第 3 条  環境の保全及び創造は、市民が健康で安全かつ快適な生活を営むために環

境と共生し、自然との調和のとれた豊かな環境を確保するとともに、これを将来

にわたって継承していくよう適切に行われなければならない。 

2 環境の保全及び創造は、環境に関する資源が有限であることを認識し、環境へ

の負荷の少ない持続的な発展が可能な循環型社会を構築する ように行われなけ

ればならない。 

3 環境への負荷の低減は、市、事業者及び市民がそれぞれの責務に応じた公平な

役割分担と連携のもとに自主的かつ積極的に行われなければならない。 

4 地球環境保全は、地域の環境が深く関わっていることを考慮し、すべての者が

それぞれの日常生活及び事業活動において積極的に推進されなければならない。 
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(市の責務) 

第 4 条  市は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、

環境の保全及び創造に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責

務を有する。 

(事業者の責務) 

第 5 条  事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これ

に伴って生ずる公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するために必要な措置

を講ずる責務を有する。 

2 事業者は、基本理念にのっとり、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を

行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が使用され、又は廃棄され

ることによる環境への負荷の提言に資するように努めるとともに、その事業活動

において、廃棄物の発生を抑制し、及び再生資源その他の環境への負荷の提言に

資する原材料、役務等を利用するように努めなければならない。 

3 前 2 項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に

関し、これに伴う環境への負荷の低減その他環境の保全及び創造に自ら積極的に

努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務

を有する。 

(市民の責務) 

第 6 条  市民は、基本理念にのっとり、その日常生活に伴う資源及びエネルギーの

消費、廃棄物及び生活排水の排出等による環境への負荷を低減するように努めな

ければならない。 

2 前項に定めるもののほか、市民は、基本理念にのっとり、環境の保全及び創造

に自ら積極的に努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策

に協力する責務を有する。 

第 2 章 環境の保全及び創造に関する施策 

第 1 節 施策の基本方針 

（施策の基本方針） 

第 7 条 市は、環境の保全及び創造に関する施策の策定及び実施に当たっては、基

本理念にのっとり、次に掲げる事項の確保を旨として、総合的かつ計画的に行わ

なければならない。 

（1）  市民の健康が保護され、及び生活環境が保全されよう、大気、水、土壌そ

の他の環境の自然的構成要素が良好な状態に保持されること。 

（2） 生態系の多様性の確保が図られること。 

（3）  森林、農地、水辺地当における多様な自然環境が地域条件に応じて適正に

保全されること。 

（4）  環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社会を構築するよう、廃棄物

の減量、資源及びエネルギーの消費の抑制又は循環的な利用等が促進されること。 

（5） 水系ごとの流域における環境について、総合的にその保全が図られること。 

（6） 人と自然との豊かなふれあいが確保されること。 

（環境基本計画） 

第 8 条 市長は、環境の保全及び創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図

るため、環境の保全及び創造に関する基本的な計画（以下「環境基本計画」とい

う。）を定めなければならない。 

2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

（1） 環境の保全及び創造に関する目標 

（2） 環境の保全及び創造に関する施策の方向 

（3） 環境の保全及び創造に関する配慮の指針 

（4） 前 3 号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する施策を総合的か

つ計画的に推進するために必要な事項 

3 市長は、環境基本計画を定めようとするときは、事業者及び市民の意見を反映

することが出来るように必要な措置を講ずるとともに、久慈市環境審議会の意見

を聞かなければならない。 
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4 市長は、環境基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければなら

ない。 

5 前 2 項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。 

（環境基本計画との整合性の確保等） 

第 9 条 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当

たっては、環境基本計画との整合を図るほか、環境への負荷が低減されるように

十分に配慮しなければならない。 

（環境等の状況の公表） 

第 10 条  市長は、毎年、環境の状況並びに市が環境の保全及び創造に関して講じ

た施策の状況を公表しなければならない。 

第 2 節 環境の保全及び創造に関する基本的施策 

（環境影響評価の推進） 

第 11 条  市は、土地の形状の変更、工作物の新設その他これらに類する事業を行

う事業者が、環境影響評価を行い、その結果に基づき、その事業に係る環境の保

全について適正に配慮することを推進するため、必要な措置を講ずるように努め

るものとする。 

（規制の措置） 

第 12 条  市は、環境の保全上の支障を防止するため、必要な規制の措置を講ずる

ように努めるものとする。 

（環境の保全に関する協定の締結） 

第 13 条  市長は、環境の保全場の支障を防止するため、必要があると認めるとき

は、事業者等と環境の保全に関する協定について協議し、その締結に努めるもの

とする。 

（誘導的措置） 

第 14 条  市は、事業者及び市民が自らの行為に関わる環境への負荷を提言するた

めの施設の整備その他の環境の保全及び創造のための適切な 措置を採るように

誘導するために、必要な措置を講ずるように努めるものとする。 

（環境の保全に関する施設の整備等の推進） 

第 15 条  市は、下水道、廃棄物の処理施設その他の環境の保全上の支障を防止し、

又はその防止に資する公共的施設の整備を推進するため、必要な措置を講ずるも

のとする。 

（廃棄物の減量等の推進） 

第 16 条  市は、環境への負荷の低減を図るため、事業者及び市民による廃棄物の

減量、資源の循環的な利用及びエネルギーの有効利用が促進されるように、必要

な措置を講ずるものとする。 

2 市は、環境への負荷の低減を図るため、市の施設の建設及び維持管理その他の

事業の実施に当たっては、廃棄物の減量、資源の循環的な利用及びエネルギーの

有効利用を推進するものとする。 

（環境への負荷の提言に資する製品等の利用の促進） 

第 17 条  市は、再生資源その他の環境への負荷の提言に資する製品、原材料、役

務等の利用の促進を図るため、必要な措置を講ずるように努めるものとする。 

（環境教育及び環境学習の推進等） 

第 18 条  市は、事業者及び市民の環境の保全及び創造についての関心と理解の増

進並びにこれらの者による自発的な環境の保全及び創造に関 する活動の促進に

資するため、環境の保全及び創造に関する教育及び学習の振興並びに広報活動の

充実に関し必要な措置を講ずるものとする。 

（市民団体等の自発的な活動の促進） 

第 19 条  市は、事業者、市民又はこれらの者の組織する民間の団体(以下「民間団

体等」という。)が自発的に行う緑化活動、環境美化活動、再生資源の回収活動

その他の環境の保全及び創造に関する活動が促進されるように、必要な措置を講

ずるものとする。 

（情報の収集及び提供） 
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第 20 条  市は、環境の保全及び創造に関する必要な情報の収集に努めるとともに、

これを適切に提供するように努めるものとする。 

（市民等の参加及び協力の促進） 

第 21 条  前 3 条に定めるもののほか、市は、環境の保全及び創造に関する施設の

効率的かつ効果的な推進を図るため、市民及び事業者の参加及び協力の促進に関

し必要な措置を講ずるように努めるものとする。 

（環境の状況の把握等） 

第 22 条  市は、環境の状態の把握に関する調査その他の環境の保全及び創造に関

する施策の策定に必要な調査を実施するものとする。 

2 市は、環境の状況を把握し、並びに環境の保全及び創造に関する施策を適正に

実施するために必要な監視、巡視、測定等の体制の整備に努めるものとする。 

（国及び他の地方公共団体との協力） 

第 23 条  市は、広域的な取組を必要とする環境の保全及び創造に関する施策につ

いては、国及び他の地方公共団体と協力して、その推進に努めるものとする。 

第 3 節 地球環境の全の推進 

（地球環境保全の推進） 

第 24 条  市は、前節に掲げる施策と相まって、地球環境保全に貢献することので

きる施策を推進するものとする。 

（地球環境保全に関する国際協力） 

第 25 条  市は、国、他の地方公共団体及び民間団体等と連携し、地球環境保全に

関する国際協力の推進に努めるものとする。 

第 3 章 環境の保全及び創造に関する施策を推進するための体制 

（総合的な調整等のための体制） 

第 26 条  市は、環境の保全及び創造に関する施策について総合的な調整を行い、

及び計画的に推進するために必要な体制を整備するものとする。 

（民間団体等との協働体制） 

第 27 条  市は、環境保全及び創造に関する施策の効率的かつ効果的な推進を図る

ため、民間団体が協働することのできる体制の整備に努めるものとする。 

附 則 

この条例は、平成 18 年３月６日から施行する。 
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 2  環境基準 

大気関係 

■ 環境基準 

大気汚染に係る環境基準 

物 質 二酸化硫黄 二酸化窒素 一酸化炭素 浮遊粒子状物質 
光化学 

オキシダント 
微小粒子状物質 

環境上 

の条件 

1 時間値の 1 日

平均 0.04ppm

以下であり、か

つ、1 時間値が

0.1ppm 以下で

あること 

1 時間値の 1 日平均

値が 0.04ppm から

0.06ppm までのゾ

ーン内又はそれ以下

であること 

1 時間値の 1 日平均値

が 10ppm 以下であ

り、かつ､1 時間値の８

時間平均値が 20ppm

以下であること 

1 時間値の 1 日平均

値 0.10mg/m3 以下

であり、かつ、1 時

間値が 0.20 ㎎/m3

以下であること 

1 時間値

0.06ppm 以下

であること 

１年平均値が 15ug/m3

以下、かつ１日平均値が

35ug/m3 以下であるこ

と 

達 成 

期 間 

維持され、又は

原則として五

年以内におい

て達成される

よう努める 

環境基準を満足している

地域にあっては、原則と

してこのゾーン内におい

て現状程度の水準を維持

し、又はこれを大きく上

回ることとならないよう

努める 

維持され、又は早期に達成されるよう努める 

 

 

有害大気汚染物質（ベンゼンなど）に係る環境基準 

物 質 ベンゼン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン ジクロロメタン 

環境上 

の条件 

1 年平均値が 0.003mg/m3 以

下であること 

1年平均値が0.2mg/m3以下で

あること 

1年平均値が0.2mg/m3以下で

あること 

１年平均値が 0.15mg/m3 以下

であること 

達 成 

期 間 

継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質に係るものであることにかんがみ、将来にわたって人の健康に係

る被害が未然に防止されるようにすることを旨として、その維持又は早期達成に努める 

（注１）光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレート、その他の光化学反応により生成される酸化性物質（中 

    性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く）をいう。 

（注２）浮遊粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が 10μm 以下のものをいう。 

（注３）環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない。 

 

＜環境基準の評価方法（要約）＞ 

環境基準による大気汚染の評価 

長期的 

評価 

大気汚染に対する施策の効果などを判断するうえから年間における測定結果から評価することが必要で、1 日平均値に

つき測定値の高い方から 2％の範囲にある日数を除外して評価を行う。ただし、1 日平均値について環境基準を超える

日が 2 日以上連続した場合には、このような取扱いはしない。 

短期的 

評価 

連続して、又は随時に行った測定結果により、測定を行った日又は時間について環境基準の評価を行う。なお、1 日平

均値の評価にあたっては、1 時間値の欠測（異常値を含む）が 1 日（24 時間）のうち 4 時間を超える場合には評価

の対象としない。 

98％値 

評価 

二酸化窒素の環境基準による大気汚染の評価については、測定局ごとに行うものとし、年間における二酸化窒素の 1

日平均値のうち、低い方から 98％に相当するものが、0.06ppm 以下の場合は環境基準が達成され、0.06ppm を超

える場合には達成されないものと評価する。 
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水質関係 

■ 人の健康の保護に関する環境基準 

人の健康の保護に関する環境基準 

項    目 環 境 基 準 項    目 環 境 基 準 

  カドミウム  0.003 mg/ℓ 以下   1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ   1 mg/ℓ 以下 

  全シアン   検出されないこと   1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ   0.006 mg/ℓ 以下 

  鉛  0.01 mg/ℓ 以下   ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ   0.01 mg/ℓ 以下 

  六価クロム  0.05 mg/ℓ 以下   ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ   0.01 mg/ℓ 以下 

  砒素  0.01 mg/ℓ 以下   1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ   0.002 mg/ℓ 以下 

  総水銀 0.0005 mg/ℓ 以下   チウラム   0.006 mg/ℓ 以下 

  アルキル水銀   検出されないこと   シマジン   0.003 mg/ℓ 以下 

  ＰＣＢ   検出されないこと   チオベンカルブ   0.02 mg/ℓ 以下 

  ジクロロメタン   0.02 mg/ℓ 以下   ベンゼン   0.01 mg/ℓ 以下 

  四塩化炭素   0.002 mg/ℓ 以下   セレン   0.01 mg/ℓ 以下 

  1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ   0.004 mg/ℓ 以下 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素  10 mg/ℓ 以下 

  1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ   0.1 mg/ℓ 以下 ふ っ 素 0.8 mg/ℓ 以下 

  ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ   0.04 mg/ℓ 以下 ほ う 素 １ mg/ℓ 以下 

   1,4-ジオキサン 0.05 mg/ℓ 以下 

達 成 期 間 直ちに達成され、維持されるように努めるものとする 

該 当 水 域 全 公 共 用 水 域 

（注１）基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。 
（注２）「検出されないこと」とは、測定結果の項に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を 

下回ることをいう。 
（注 3）海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。 
（注４）硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格 43.2.1、43.2.3 又は 43.2.5 により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数 

0.2259 を乗じたものと規格 43.1 により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数 0.3045 を乗じたものの和とする。 
 

■ 生活環境の保全に関する環境基準 

● 河 川（湖沼を除く） 
生活環境の保全に関する環境基準① 

項目 

 

 

類型 

利用目的の適応性 

基    準    値 

水素イオン

濃度(pH) 

生物化学的

酸素要求量

(BOD) 

浮遊物質量

(SS) 

溶存酸素量

(DO) 
大腸菌群数 

ＡＡ 
水道１級,自然環境保全及びＡ

以下の欄に掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 

１㎎/ℓ  

以 下 

25 ㎎/ ℓ  

以 下 

7.5 ㎎/ ℓ  

以 上 

50 MPN/100mℓ  

以 下 

Ａ 
水道２級,水産１級,水浴及びＢ

以下の欄に掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 

２㎎/ℓ  

以 下 

25 ㎎/ℓ  

以 下 

7.5 ㎎/ℓ  

以 上 

1,000MPN/100mℓ  

以 下 

Ｂ 
水道３級,水産２級及びＣ以下

の欄に掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 

３㎎/ ℓ  

以 下 

25 ㎎/ ℓ  

以 下 

5 ㎎/ℓ  

以 上 

5,000MPN/100mℓ  

以 下 

Ｃ 
水産３級,工業用水１級及びＤ

以下の欄に掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 

５㎎/ℓ  

以 下 

50 ㎎/ℓ  

以 下 

5 ㎎/ℓ  

以 上 
－ 

Ｄ 
工業用水２級,農業用水及びＥ

の欄に掲げるもの 

6.0 以上 

8.5 以下 

８㎎/ ℓ  

以 下 

100 ㎎/ℓ  

以 下 

2 ㎎/ℓ  

以 上 
－ 

Ｅ 工業用水３級,環境保全 
6.0 以上 

8.5 以下 

10 ㎎/ℓ  

以 下 

ごみ等の浮遊が認

められないこと 

2 ㎎/ℓ  

以 上 
－ 

該当水域 全公共用水域のうちの類型指定水域 

（注１）自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

（注２）水道１級            ：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 

     水道２級            ：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの 

     水道３級            ：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの 

（注３）水産１級            ：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産２級及び水産３級の水産生物用 

      水産２級            ：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産３級の水産生物用 

      水産３級            ：コイ、フナ等、β－中腐水性水域の水産生物用 

（注４）工業用水１級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 
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    工業用水２級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの 

    工業用水３級：特殊な浄水操作を行うもの 

（注５）環境保全            ：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度 

 

生活環境の保全に関する環境基準② 

項目 

類型 
水生生物の生息状況の適応性 

基 準 値 

全 亜 鉛 

 

ノニルフェノール 

直鎖アルキルベンゼ

ンスルホン酸 

及びその塩 

生物Ａ 
イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生

物及びこれらの餌生物が生息する水域 

0.03 ㎎／ℓ  

以下 

0.001 ㎎／ℓ  

以下 

0.03 ㎎／ℓ  

以下 

生物特Ａ 

生物 A の水域のうち、生物 A の欄に掲げる水生

生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場と

して特に保全が必要な水域 

0.03 ㎎／ℓ  

以下 

0.0006 ㎎／ℓ  

以下 

0.02 ㎎／ℓ  

以下 

生物Ｂ 
コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及び

これらの餌生物が生息する水域 

0.03 ㎎／ℓ  

以下 

0.002 ㎎／ℓ  

以下 

0.05 ㎎／ℓ  

以下 

生物特Ｂ 

生物 A 又は生物 B の水域のうち、生物 B の欄に

掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔

の生育場として特に保全が必要な水域 

0.03 ㎎／ℓ  

以下 

0.002 ㎎／ℓ  

以下 

0.04 ㎎／ℓ  

以下 

該当水域 全公共用水域のうちの類型指定水域 

（注１）基準値は年間平均値とする。 
 

 

● 湖 沼（天然湖沼及び貯水量 1,000 万ｍ3 以上の人工湖） 
生活環境の保全に関する環境基準①（全窒素、全燐以外の項目） 

項目 

 

 

類型 

利用目的の適応性 

基    準    値 

水素イオン

濃度(pH) 

化学的酸素

要 求 量

(COD) 

浮遊物質量

(SS) 

溶存酸素量

(DO) 
大腸菌群数 

ＡＡ 
水道１級,水産１級,自然環境保全

及びＡ以下の欄に掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 

１㎎/ℓ  

以 下 

1 ㎎/ℓ  

以 下 

7.5 ㎎/ℓ  

以 上 

50 MPN/100mℓ  

以 下 

Ａ 
水道２級, 水道 3 級,水産 2 級,水

浴及びＢ以下の欄に掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 

3 ㎎/ℓ  

以 下 

5 ㎎/ℓ  

以 下 

7.5 ㎎/ℓ  

以 上 

1,000MPN/100mℓ  

以 下 

Ｂ 
水産 3 級, 工業用水１級,農業用

水及びＣの欄に掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 

5 ㎎/ℓ  

以 下 

15 ㎎/ℓ  

以 下 

5 ㎎/ℓ  

以 上 
－ 

Ｃ 工業用水 2 級及び環境保全 
6.0 以上 

8.5 以下 

8 ㎎/ ℓ  

以 下 

ごみ等の浮遊が認

められないこと 

2 ㎎/ℓ  

以 上 
－ 

該当水域 全公共用水域のうちの類型指定水域 

（注１）自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

（注２）水 道 1 級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 

     水道 2・3 級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作又は前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの 

（注３）水 産 1 級：ヒメマス等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産２級及び水産３級の水産生物用 

    水 産 2 級：サケ科魚類及びアユ等貧栄養湖型の水域の水産生物用及び水産３級の水産生物用 

    水 産 3 級：コイ、フナ等富栄養湖型の水域の水産生物用 

（注４）工業用水１級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 

    工業用水２級：薬品注入等による高度の浄水操作又は特殊な浄水操作を行うもの 

（注５）環 境 保 全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度 

 

生活環境の保全に関する環境基準②（全窒素、全燐） 
項目 

類型 
利用目的の適応性 

基    準    値 

全 窒 素 全   燐 

Ⅰ 自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの 0.１㎎/ℓ  以下 0.005 ㎎/ ℓ  以下 

Ⅱ 水道１～3 級,水産１種,水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの 0.2 ㎎/ℓ  以下 0.01  ㎎/ℓ  以下 

Ⅲ 水道３級（特殊なもの）及びⅣ以下の欄に掲げるもの 0.4 ㎎/ℓ  以下 0.03  ㎎/ℓ  以下 

Ⅳ 水産 2 種及びⅤの欄に掲げるもの 0.6 ㎎/ℓ  以下 0.05  ㎎/ℓ   以下 

Ⅴ 水産 3 種,工業用水,農業用水,環境保全 1  ㎎/ℓ  以下 0.1   ㎎/ℓ   以下 

該当水域 全公共用水域のうちの類型指定水域 

（注 1）自然環境保全：自然探勝等の環境保全 
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（注 2）水  道 1 級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 

     水  道 2 級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの 

     水  道 3 級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの（「特殊なもの」とは、臭気物質の除去が可能な特殊な浄水操作 

             を行うものをいう。） 

（注 3）水  産 1 種：サケ科魚類及びアユ等の水産生物用並びに水産２種及び水産３種の水産生物用 

      水  産 2 種：ワカサギ等の水産生物用及び水産３種の水産生物用 

      水  産 3 種：コイ、フナ等の水産生物用 

（注 4）環 境 保 全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度 

（注 5）基準値は、年間平均値とする。 

（注 6）水域類型の指定は、湖沼植物プランクトンの著しい増殖をするおそれがある湖沼について行うものとし、全窒素の項目の基 

    準値は、全窒素が湖沼植物プランクトンの増殖の要因となる湖沼について適用する。 

（注 7）農業用水については、全燐の項目の基準値は適用しない。 

 

生活環境の保全に関する環境基準③ 

項目 

類型 
水生生物の生息状況の適応性 

基 準 値 

全 亜 鉛 ノニルフェノール 

直鎖アルキルベン

ゼンスルホン酸及

びその塩 

生物Ａ 
イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及び

これらの餌生物が生息する水域 

0.03 ㎎／ℓ  

以下 

0.001 ㎎／ℓ  

以下 

0.03 ㎎／ℓ  

以下 

生物特Ａ 

生物Ａの水域のうち、生物Ａの欄に掲げる水生生物の

産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全

が必要な水域 

0.03 ㎎／ℓ  

以下 

0.0006 ㎎／ℓ  

以下 

0.02 ㎎／ℓ  

以下 

生物Ｂ 
コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれら

の餌生物が生息する水域 

0.03 ㎎／ℓ  

以下 

0.002 ㎎／ℓ  

以下 

0.05 ㎎／ℓ  

以下 

生物特Ｂ 

生物Ａ又は生物Ｂの水域のうち、生物Ｂの欄に掲げる

水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場とし

て特に保全が必要な水域 

0.03 ㎎／ℓ  

以下 

0.002 ㎎／ℓ  

以下 

0.04 ㎎／ℓ  

以下 

該当水域 全公共用水域のうちの類型指定水域 

（注１）基準値は年間平均値とする。 

 

 

● 海 域 
生活環境の保全に関する環境基準①（全窒素、全燐以外の項目） 

項目 

 

類型 

利用目的の適応性 

基    準    値 

水素イオン

濃度(pH) 

化学的酸素

要 求 量

(COD) 

溶存酸素量

(DO) 
大腸菌群数 

n-ヘキサン抽

出物質 

（油分等） 

Ａ 
水産 1 級,水浴,自然環境保全及びＢ

以下の欄に掲げるもの 

7.8 以上 

8.3 以下 

2 ㎎/ℓ  

以 下 

7.5 ㎎/ℓ  

以 上 

1,000MPN/100m

ℓ  

以 下 

検    出 

されないこと。 

Ｂ 
水産 2 級, 工業用水及びＣの欄に掲

げるもの 

7.8 以上 

8.3 以下 

3 ㎎/ℓ  

以 下 

5 ㎎/ℓ  

以 上 
－ 

検    出 

されないこと。 

Ｃ 環境保全 
7.0 以上 

8.3 以下 

8 ㎎/ℓ  

以 下 

2 ㎎/ℓ  

以 上 
－ － 

該当水域 全公共用水域のうちの類型指定水域 

（注 1）自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

（注 2）水 産 1 級：マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産２級の水産生物用 

      水 産 2 級：ボラ、ノリ等の水産生物用 

（注 3）環 境 保 全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度 

（注 4）水産 1 級のうち、生食用原料カキの養殖の利水点については、大腸菌群数 70MPN/100m以下とする。 

（注５）n-ヘキサン抽出物質（油分等）の定量限界は 0.5 ㎎/ℓ  
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生活環境の保全に関する環境基準②（全窒素、全燐） 
項目 

類型 
利用目的の適応性 

基    準    値 

全 窒 素 全   燐 

Ⅰ 
自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの 

（水産 2 種及び 3 種を除く） 
0.2 ㎎/ℓ  以下 0.02 ㎎/ℓ  以下 

Ⅱ 
水産 1 種,水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの 

（水産 2 種及び 3 種を除く） 
0.3 ㎎/ℓ  以下 0.03 ㎎/ℓ  以下 

Ⅲ 
水産 2 種及びⅣの欄に掲げるもの 

（水産 3 種を除く） 
0.6 ㎎/ℓ  以下 0.05 ㎎/ℓ  以下 

Ⅳ 水産 3 種、工業用水及び生物生息環境保全 1 ㎎/ℓ  以下 0.09 ㎎/ℓ   以下 

該当水域 全公共用水域のうちの類型指定水域 

（注 1）自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

（注 2）水  産 1 種：底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される 

      水  産 2 種：一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される 

      水  産 3 種：汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される 

（注 3）生物生息環境保全：年間を通して底生生物が生息できる限度 

（注 4）基準値は、年間平均値とする。 

（注 5）水域類型の指定は、海洋植物プランクトンの著しい増殖をするおそれがある海域について行うものとする。 

 

生活環境の保全に関する環境基準③ 

項目 

類型 
水生生物の生息状況の適応性 

基 準 値 

全 亜 鉛 ノニルフェノール 
直鎖アルキルベンゼン

スルホン酸及びその塩 

生物Ａ 水生生物の生息する水域 
0.02 ㎎／ℓ  

以下 

0.001 ㎎／ℓ  

以下 

0.01 ㎎／ℓ  

以下 

生物特Ａ 
生物Ａの水域のうち、水生生物の産卵場（繁殖場）

又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 

0.01 ㎎／ℓ  

以下 

0.0007 ㎎／ℓ  

以下 

0.006 ㎎／ℓ  

以下 

該当水域 全公共用水域のうちの類型指定水域 

（注１）基準値は年間平均値とする。 

■ 地下水の水質汚濁に係る環境基準 

地下水の水質汚濁に係る環境基準 

項    目 環 境 基 準 項    目 環 境 基 準 

  カドミウム  0.003 mg/以下 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.006 mg/ℓ 以下 

  全シアン   検出されないこと  ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.01 mg/ℓ 以下 

  鉛  0.01 mg/以下   ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.01 mg/ℓ 以下 

  六価クロム  0.05 mg/以下   1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ 0.002 mg/ℓ 以下 

  砒素  0.01 mg/以下   チウラム 0.006 mg/ℓ 以下 

  総水銀  0.0005 mg/以下   シマジン 0.003 mg/ℓ 以下 

  アルキル水銀   検出されないこと   チオベンカルブ   0.02 mg/ℓ 以下 

  ＰＣＢ   検出されないこと   ベンゼン   0.01 mg/ℓ 以下 

  ジクロロメタン   0.02 mg/以下   セレン   0.01 mg/ℓ 以下 

  四塩化炭素   0.002 mg/以下 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10 mg/ℓ 以下 

  1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ   0.004 mg/以下   ふ っ 素   0.8 mg/ℓ 以下 

  1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ   0.1 mg/以下 ほ う 素 1 mg/ℓ 以下 

  1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ   0.04 mg/以下 1,4-ジオキサン   0.05 mg/ℓ 以下 

  1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ   1 mg/ℓ 以下 
 ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（別名塩化ﾋﾞﾆﾙ 

 又は塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ） 
0.002 mg/ℓ 以下 

（注１）基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。 
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（注２）「検出されないこと」とは、測定結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。 

土壌関係 

■ 土壌の汚染に係る環境基準 

土壌の汚染に係る環境基準 

項    目 環境上の条件 項    目 環境上の条件 

 カドミウム 
検液１につき 0.01mg 以下、かつ農用地

では米 1kg につき 0.4mg 以下 
 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 検液１ℓ につき 0.04mg 以下 

 全シアン 検液中に検出されないこと  1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 検液１ℓ につき 1mg 以下 

 有機燐 検液中に検出されないこと  1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 検液１ℓ につき 0.006mg 以下 

 鉛 検液１につき 0.01mg 以下  ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 検液１ℓ につき 0.03mg 以下 

 六価クロム 検液１につき 0.05mg 以下  ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 検液１ℓ につき 0.01mg 以下 

 砒素 
検液１につき 0.01mg 以下、かつ農用地(水田)

では土壌 1kg につき 15mg 未満 
 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ 検液１ℓ につき 0.002mg 以下 

 総水銀 検液１につき 0.0005mg 以下  チウラム 検液１ℓ につき 0.006mg 以下 

 アルキル水銀 検液中に検出されないこと  シマジン 検液１ℓ につき 0.003mg 以下 

 ＰＣＢ 検液中に検出されないこと  チオベンカルブ 検液１ℓ につき 0.02mg 以下 

 銅 農用地(水田)で土壌 1kg につき 125mg 未満  ベンゼン 検液１ℓ につき 0.01 mg 以下 

 ジクロロメタン 検液１につき 0.02mg 以下  セレン 検液１ℓ につき 0.01 mg 以下 

 四塩化炭素 検液１につき 0.002mg 以下  ふっ素 検液１ℓ につき 0.8mg 以下 

 ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（別名塩

化ﾋﾞﾆﾙ又は塩化

ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ） 

検液１につき 0.004mg 以下  ほう素 検液１ℓ につき１mg 以下 

 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 検液１につき 0.004mg 以下 1,4-ジオキサン 検液１ℓ につき 0.05 mg 以下 

 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 検液１につき 0.1mg 以下  

（注１）環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあっては定められた方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。 
（注２）カドミウム、鉛、六価クロム、砒（ひ）素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素に係る環境上の条件のうち検液中濃度に係 

る値にあっては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地下水中のこれらの物質の濃度がそれぞれ 
地下水１ℓにつき 0.01mg、0.01mg、0.05mg、0.01mg、0.0005mg、0.01mg、0.8mg 及び１mg を超えていない場合には、 
それぞれ検液１ℓにつき 0.03mg、0.03mg、0.15mg、0.03mg、0.0015mg、0.03mg、2.4mg 及び３mg とする。 

（注３）「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量 
限界を下回ることをいう。 

（注４）有機燐〈りん〉とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及び EPN をいう。 
 

ダイオキシン類関係 

■ ダイオキシン類に関する環境基準 

ダイオキシン類に関する環境基準 

媒体 基準値 測定方法 

大気 0.6pg-TEQ/m3 以下 

ポリウレタンフォームを装着した採取筒をろ紙後段に取り付けたエアーサンプ

ラーにより採取した試料を高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定

する方法 

水質 1pg-TEQ/以下 日本工業規格Ｋ0312 に定める方法 

水底の底質 150pg-TEQ/ｇ以下 
水底の底質中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出し、高分解能ガス

クロマトグラフ質量分析計により測定する方法 

土壌 1,000pg-TEQ/g 以下 
土壌中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出し、高分解能ガスクロマ

トグラフ質量分析計により測定する方法 
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（注１）基準値は、2,3,7,8－四塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシンの毒性に換算した値とする。 

（注２）大気及び水質（水底の底質を除く。）の基準値は、年間平均値とする。 

（注３）土壌中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出又は高圧流体抽出し、高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計、ガスク 

ロマトグラフ四重極形質量分析計又はガスクロマトグラフ三次元四重極形質量分析計により測定する方法（この表の土壌の欄 

に掲げる測定方法を除く。以下「簡易測定方法」という。）により測定した値（以下「簡易測定値」という。）に２を乗じた 

値を上限、簡易測定値に 0.5 を乗じた値を下限とし、その範囲内の値をこの表の土壌の欄に掲げる測定方法により測定した値 

とみなす。 

（注４）土壌にあっては、環境基準が達成されている場合であって、土壌中のダイオキシン類の量が 250pg-TEQ／ｇ以上の場合 簡易 
測定方法により測定した場合にあっては、簡易測定値に２を乗じた値が 250pg-ＴＥＱ／g 以上の場合）には、必要な調査を実 
施することとする。 

 

騒音関係 

■ 騒音に係る環境基準 

騒音に係る環境基準と地域類型指定 

地域 

類型 

時  間  区  分 類型指定地域 

昼    間 

（午前６時～午後 10 時） 

夜    間 

（午後 10 時～午前６時） 
当てはめ地域 

 

ＡＡ 

 

50 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下 40 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下 

特に静穏を要する地域 

 

 

 

Ａ 

 

55 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下 45 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下 

第１種低層住居専用地域 

第２種低層住居専用地域 

第１種中高層住居専用地域 

第２種中高層住居専用地域 

 

Ｂ 

 

55 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下 45 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下 

第１種住居地域 

第２種住居地域 

準住居地域等 

 

Ｃ 

 

60 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下 50 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下 

近隣商業地域 

商業地域 

準工業地域 

工業地域 

 

道路に面する地域の騒音に係る環境基準 

地  域  の  区  分 

時  間  の  区  分 

昼    間 

（午前６時～午後 10 時） 

夜    間 

（午後 10 時～午前６時） 

Ａ地域のうち２車線以上の車線を有する道路に面する地域 60 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下 55 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下 

Ｂ地域のうち２車線以上の車線を有する道路に面する地域

及び C 地域のうち２車線を有する道路に面する地域 
65 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下 60 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下 

 

この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特

例として次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。 

基  準  値 

昼  間（午前６時～午後 10 時） 夜  間（午後 10 時～午前６時） 

70 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下 65 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下 

（注１）個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるとき

は、屋内へ透過する騒音に係る基準（昼間にあっては 45 デシベル以下、夜間にあっては 40 デシベル以下）

によることができる。 

（注 2）「幹線交通を担う道路」とは、道路交通法第３条に規定する高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町

村道（４車線以上）のほか、一般自動車道であって都市計画法施行規則第７条第１項第１号に定める自動車専

用道路をいう。 

（注 3）「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、２車線以下の道路では道路端から 15 メートル、２車線を越え

る道路では 20 メールの区域をいう。 
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 3  環境用語解説 

 

五十音 用 語 内 容 

あ 

行 

アイドリングストッ

プ 

大気汚染や地球温暖化、騒音問題などの解決を図るため、環境庁（現環境省）

が平成 8 年から開始した運動で、必要以上の暖機運転をしない、運転者が自動車

から離れている間や荷物の積み卸しの間など、不要と考えられる場合には自動車

のアイドリングを止めるなどがあげられる。 

 一般環境大気測定局 大気の汚染の状況を常時監視するため設置される測定局のうち、住宅地などの

一般的な生活空間における大気汚染の状況を把握するため設置されたものを一

般環境大気測定局という。 

 エコファーマー 環境にやさしい農業を進めるため、平成 11 年に制定された「持続性の高い農

業生産方式の導入の促進に関する法律（持続農業法）」に基づいて、堆肥などに

よる土づくりと化学肥料、化学農薬の使用を低減する生産方式を導入しようとす

る農業者を「エコファーマー」として知事が認定する制度。「エコファーマー」

になると農業改良資金の貸付に関する特例や税制上の特例が受けられる。 

 オゾン層 地上から 20～25km の上空にある比較的オゾン濃度の高い大気層のこと。酸

素が、成層圏において強い紫外線による光化学反応を起こし、オゾンとなること

で形成される。オゾンは波長域 200～360nm の光を強く吸収するため、オゾ

ン層の存在が生物に有害な紫外線を地表に届きにくくしている。 

か 

行 

化学的酸素要求量 

（ＣＯＤ） 

水中の有機物を酸化剤で化学的に分解した際に消費される酸素の量で、河川、

湖沼、海域の有機汚濁を測る代表的な指標である。事業場や家庭からの排水には

多くの有機物が含まれている。これらの排水が河川、湖沼、海域に放流されると、

富栄養化となり、プランクトンが異常発生し、赤潮や青潮の原因となる。 

 環境エコ協力店 簡易包装の推進、使い捨て容器・製品の使用削減、資源回収の推進、紙ごみの

減量、消費者に対する PR の推進、従業員への環境教育などの環境に配慮した事

業を実施している店舗に対し、自治体が特定の制度などにより認定したもの。 

 環境基準 環境基本法により、国が定める「大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒

音に係る環境上の条件について、それぞれ人の健康を保護し、及び生活環境を保

全する上で維持されることが望ましい基準」をいう。 

 環境基本法 今日の大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会経済活動や生活様式を見直し、

「環境にやさしい社会」を築いていくための国の環境政策の新たな枠組みを示す

基本的な法律。平成 5 年 11 月 19 日公布、施行。 

 グリーン購入ネットワー

ク 

グリーン購入の取り組みを促進するための企業・行政・消費者のネットワーク。

全国の多種多様な企業や団体が同じ購入者の立場で参加する。グリーン購入と

は、製品やサービスを購入する際、必要性を十分に考慮し、価格や品質、利便性、

デザインだけでなく環境のことを考え、環境への負荷ができるだけ小さいものを

優先して購入することをいう。 

 こどもエコクラブ 環境庁（現環境省）が平成 7 年度から開始した事業で、子どもたちが地域の中

で仲間と一緒に地域内や地球規模の環境に関する取り組みや活動ができるよう、

小中学生を対象にしたクラブを各地に設立し、その活動を支援するもの。 

 ごみの資源化率 （資源リサイクル回収量（可燃系・不燃系）＋資源プラスチック類回収量）÷

一般廃棄物排出量×１００ 

さ 

行 

酸性雨 化石燃料の燃焼などにより大気中に放出された硫黄酸化物や窒素酸化物など

が雨や霧に取り込まれ、酸性になって地上に落下した雨等をいう。主として石油

などの化石燃料の燃焼により生ずる硫黄酸化物や窒素酸化物が大気中で硫酸や

硝酸に変化し、雨等に溶けて生じるｐＨの低い降下物をいう。広義には、霧や雪

を含む湿性沈着及びガスやエアロゾルの形態で生じる乾性沈着を含める。 

 室内環境汚染物質 室内環境汚染物質には、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン等の化学物質

や VOC(揮発性有機化合物)、ハウスダスト(カビやダニの死骸、綿ぼこり、花粉)

等がある。この中で、ホルムアルデヒドは合板や壁紙などの接着剤や合成樹脂に

多く含まれ、防腐、殺菌作用があり、目、鼻やのど等への刺激が強く、発がん性

があるといわれている。住宅の高気密化ゆえに室内の換気量が不足し、シックハ

ウス症候群や化学物質過敏症など健康被害が問題になっている。 

 浄化槽 し尿、台所や風呂等から出る雑排水を処理する家庭用の設備で、様々な大きさ

のものがあるが、下水道終末処理場と同程度の処理能力があり、設置に要する期

間が短いなどの利点がある。 
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 生物化学的酸素要求

量（ＢＯＤ） 

水中の汚染物質（有機物）が微生物により酸化分解されるのに必要な酸素量の

ことで、河川などの汚濁の指標として用いられ、数値が大きいほど汚濁の程度が

高いことを示す。 

た 

行 

ダイオキシン類 塩素を含む有機化学物質の一種で、「ダイオキシン類対策特別措置法」では、

①ポリ塩化ジベンソパラジオキシン（PCDDs）、②ポリ塩化ジベンゾフラン

（PCDFs）、③コプラナーポリ塩化ビフェニル（コプラナーPCB）の 3 物質群

（単一物質ではなく、化学的に類似した構造を持つ物質の総称）を「ダイオキシ

ン類」と定義している。分解しにくい性質を持つことから環境中に微量であるが

広く存在し、生物の体内に蓄積しやすく、発がん性催奇形性、免疫機能の低下な

どの毒性を有する。ダイオキシン類の濃度を表す場合、環境大気中では pg-TEQ/ 

m3
N という単位が使われる。 

1pg（ピコグラム）：1 兆分の 1ｇ 

m3
N ：０℃、1 気圧の状態に換算した気体の体積 

 地球温暖化 温室効果ガスにより熱がこもり、地球の温度が上昇する現象をいう。温室効果

ガスとは、太陽光線により暖められた地表面から放射される熱を吸収して大気を

暖め、一部の熱を再放射して地表面の温度を高める効果を持つガスをいう。 

 ＴＥＱ 毒性等量のこと。ダイオキシン類の量をダイオキシン類の中で最強の毒性を有

する 2,3,7,8-四塩化ジベンゾパラジオキシンの量に換算した量として表してい

ることを示す符号。 

 低公害車 従来のガソリン車やディーゼル車に比べて、排出ガス中の汚染物質の量が大幅

に少ない自動車。電気自動車・天然ガス自動車・メタノール自動車・ハイブリッ

ド自動車のみでなく、一般に市販されているガソリン自動車・LPG 自動車・デ

ィーゼル自動車であっても、窒素酸化物等の排出量が少ない低公害な自動車を指

定し、率先して公用車に導入するとともに、一般に広く推奨するものである。 

 典型 7 公害 水質汚濁、大気汚染、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭を一般に典型７

公害と呼ぶ。 

 特定植物群落 わが国の植物相を具体的に形づくっている植物群落のうち、規模や構造、分布

等において代表的・典型的なもの、代替性のないもの、あるいはきわめて脆弱で

あり、放置すれば存続が危ぶまれるものなどの種類やその生育地、生育状況等を

選定基準を設けて、これに該当する植物群落を地域特性も考慮しながら都道府県

別に選定したもの。 

 都市計画区域 

 

市街地を含み、かつ、自然的・社会的条件、人口・土地利用・交通量などの現

況・推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備・開発、保全する必要があ

る区域のこと。 

 都市公園 

 

都市計画区域内に設置されており、市で管理する公園または緑地で、供用開始

を公示した公園。 

な 

行 

二酸化硫黄 

（ＳＯ2） 

硫黄と酸素の化合物で、工場や火力発電所で石炭、重油を燃焼する際、その燃

料中に存在する硫黄分が二酸化硫黄となり大気に排出され汚染の原因となる。二

酸化硫黄は人の健康に影響を及ぼす他、酸性雨の原因物質となる。このため環境

基本法に基づき、人の健康の保護の見地から環境基準が定められている。 

 二酸化窒素 

（ＮＯ２） 

窒素と酸素の化合物で、主として物が燃焼することにより発生する。呼吸器に

対して悪影響を与える窒素酸化物（NOx）の一種。発生源は自動車や工場、事業

場などがあげられる。 

は 

行 

ｐｐｍ 百万分率（100 万分の 1= part per million）の略。例えば、空気 1ｍ３中に

1cm３のある気体物質が含まれている場合、この気体含有率を 1ppm という。 

 ビオトープ 野生生物の生息空間。生物を意味する“Bio“と場所を意味する“Tope“を合

成したドイツ語で、野生生物の生息空間を意味する。安定した生活環境を持った

「動植物の生息空間」のこと。最近、都市部の河川整備、公園造成などの際に、

ビオトープをつくる動きが活発になってきており、ホタルや白鳥の生息地の復

活・創出や、自然公園型のビオトープの創出などの取り組み事例がある。 

 浮遊粒子状物質 

（ＳＰＭ） 

大気中に浮遊する粒径が 10μm（1mm の 1,00 分の 1）以下の粒子状物質

で、呼吸器に対して悪影響を与える。発生源としては、工場、事業場等産業活動

に係るものだけでなく、自動車の運行に伴って発生するもの、風による土壌粒子

の舞上がり等の自然現象によるものもある。 

 フロン スプレーや冷蔵庫、電子部品の洗浄剤などに使われていた化学物質で、特にオ

ゾン層を破壊する作用の強いフロン 11，12，113，114，115 については、

オゾン層保護条約議定書で特定フロンに指定され、1995 年末までに生産が全廃

されている。 
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ま 

行 

モニタリング 

 

環境の状態などを定期的に統一的な手法で把握・監視すること。 

や行 有害化学物質 人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれのある物質として「大気汚

染防止法」、「水質汚濁防止法」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「化

学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」などでそれぞれ指定し、取扱いを

規制している物質。「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」では、難

分解性、高蓄積性で慢性毒性のある PCB、DDT などが第一種特定化学物質に指

定され、原則的に製造･輸入が禁止されている。 

 遊休地農地 近年、担い手の高齢化・減少等により、耕作放棄地などのいわゆる遊休農地が

増加している。遊休農地の増加は、雑草の繁茂や病害虫の発生など近隣農地への

悪影響、農地の集団的利用の阻害要因となるなど、農業経営の現場でさまざまな

問題を引き起こしている。 

ら行 リサイクル ごみの再資源化のこと。物質としてのリサイクル（マテリアル・リサイクル）

と物質の構造を変えるリサイクル（ケミカル・リサイクル）、ごみを焼却する際

の熱エネルギーを活用する廃熱利用（サーマル・リサイクル）がある。また、リ

サイクルに優先する取り組みとしてごみ発生の抑制（リデュース）と再使用（リ

ユース）がある。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


